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消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例 

（町田市地域センター条例の一部改正） 

第１条 町田市地域センター条例（昭和５７年９月町田市条例第３７号）の一部を次

のように改正する。 

別表第２の１の表中備考以外の部分を次のように改める。 

１ 施設使用料 

センターの名称 施設の名称 使用単位及び使用料（円） 

午前（午前

９ 時 か ら

正午まで） 

午後（午後

１ 時 か ら

午 後 ５ 時

まで） 

夜間（午後

５ 時 ３ ０

分 か ら 午

後 １ ０ 時

まで） 

全日（午前

９ 時 か ら

午 後 １ ０

時まで） 

町田市忠生市民セ

ンター 

ホール ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 

会議室１ ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

会議室２ ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

会議室３ ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

和室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

多目的室Ａ ９１０ １，２２０ １，２２０ ３，３５０ 

多目的室Ｂ ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

多目的室Ｃ（保

育室） 

９１０ １，２２０ １，２２０ ３，３５０ 

多目的室Ｄ ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

料理講習室 ９１０ １，２２０ １，２２０ ３，３５０ 
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町田市鶴川市民セ

ンター 

ホール ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 

第１会議室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

第２会議室 １，２２０ １，６２０ １，６２０ ４，４６０ 

和室（１） ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

和室（２） ３００ ４００ ４００ １，１００ 

音楽室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

小会議室（保育

室） 

３００ ４００ ４００ １，１００ 

町田市南市民セン

ター 

ホール ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 

第１会議室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

第２会議室 ９１０ １，２２０ １，２２０ ３，３５０ 

和室（１） ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

和室（２）（保

育室） 

４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

音楽室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

町田市なるせ駅前

市民センター 

ホール １，５２０ ２，０８０ ２，０８０ ５，６８０ 

第１Ａ会議室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

第１Ｂ会議室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

第２Ａ会議室 ３００ ４００ ４００ １，１００ 

第２Ｂ会議室 ３００ ４００ ４００ １，１００ 

和室（保育室） ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

町田市堺市民セン ホール ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 
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ター 第１会議室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

第２会議室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

第３会議室 ３００ ４００ ４００ １，１００ 

和室（１） ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

和室（２）（保

育室） 

２００ ２５０ ２５０ ７００ 

音楽室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

町田市小山市民セ

ンター 

ホール ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 

第１会議室 １，２２０ １，６２０ １，６２０ ４，４６０ 

第２会議室 ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

第３会議室 ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

和室 ９１０ １，２２０ １，２２０ ３，３５０ 

音楽室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

多目的室（保育

室） 

４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

いこいの間 無料開放 無料開放 １，８３０  

町田市木曽山崎コ

ミュニティセンタ

ー 

ホール ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 

Ａ館会議室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

Ａ館和室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

Ａ館音楽室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

Ａ館小会議室

（保育室） 

３００ ４００ ４００ １，１００ 
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Ｂ館大会議室 １，２２０ １，６２０ １，６２０ ４，４６０ 

Ｂ館会議室 ３００ ４００ ４００ １，１００ 

Ｂ館和室 ３００ ４００ ４００ １，１００ 

町田市成瀬コミュ

ニティセンター 

ホール ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 

第１会議室 ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

第２会議室 ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

和室（保育室） ３００ ４００ ４００ １，１００ 

音楽室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

多目的室Ａ ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

多目的室Ｂ ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

多目的室Ｃ １，２２０ １，６２０ １，６２０ ４，４６０ 

美術工芸室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

町田市つくし野コ

ミュニティセンタ

ー 

ホール １，５２０ ２，０８０ ２，０８０ ５，６８０ 

第１会議室 ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

第２会議室 ９１０ １，２２０ １，２２０ ３，３５０ 

和室（保育室） ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

音楽室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

町田市木曽森野コ

ミュニティセンタ

ー 

ホール １，５２０ ２，０８０ ２，０８０ ５，６８０ 

第１会議室 １，２２０ １，６２０ １，６２０ ４，４６０ 

第２会議室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

和室（保育室） ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 
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音楽室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

町田市三輪コミュ

ニティセンター 

ホール １，５２０ ２，０８０ ２，０８０ ５，６８０ 

第１会議室 ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

第２会議室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

第３会議室 ２００ ２５０ ２５０ ７００ 

第４会議室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

第５会議室 ３００ ４００ ４００ １，１００ 

和室（保育室） ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

別表第２の２の表中「５００円」を「５２０円」に、「８００円」を「８３０円」

に改める。 

（町田市民フォーラム条例の一部改正） 

第２条 町田市民フォーラム条例（平成１１年９月町田市条例第２７号）の一部を次

のように改正する。 

別表１の表中備考以外の部分を次のように改める。 

１ 施設使用料 

施設の名称 使用単位及び使用料（円） 

午前 午後 夜間 全日 

ホール ８，７００ １１，６１０ １１，６１０ ３１，９２０ 

活動諸室 視聴覚室 １，６８０ ２，２４０ ２，２４０ ６，１６０ 

調理室 ３，３６０ ３，３６０ ３，８７０ １０，５９０ 

和室（水屋

は和室（３）

に含む。） 

（１） ５５０ ７１０ ７１０ １，９７０ 

（２） ５５０ ７１０ ７１０ １，９７０ 

（３） ３００ ４００ ４００ １，１００ 
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第１学習室 Ａ ７１０ ９６０ ９６０ ２，６３０ 

Ｂ ７１０ ９６０ ９６０ ２，６３０ 

第２学習室 Ａ ７１０ ９６０ ９６０ ２，６３０ 

Ｂ ７１０ ９６０ ９６０ ２，６３０ 

別表２の表グランドピアノの項、ホール内ビデオ上映設備一式の項及び視聴覚室

内ビデオ上映設備一式の項中「１，５００円」を「１，５７０円」に改め、同表可

動式ビデオ上映設備一式の項中「１，０００円」を「１，０４０円」に改め、同表

書画カメラの項中「５００円」を「５２０円」に改める。 

（町田市男女平等推進センター条例の一部改正） 

第３条 町田市男女平等推進センター条例（平成１１年９月町田市条例第２８号）の

一部を次のように改正する。 

別表中「１，３００」を「１，３２０」に、「１，７００」を「１，７３０」に、

「４，７００」を「４，７８０」に改める。 

（町田市民ホール条例の一部改正） 

第４条 町田市民ホール条例（平成１７年６月町田市条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表１の表中備考以外の部分を次のように改める。 

１ 施設の利用料金 

施設の名称等 利用単位及び利用料金 

午前 午後 夜間 全日 

ホ

ー

ル 

月曜日か

ら金曜日

まで 

１４，６６０円 ２５，１４０円 ３９，８００円 ７０，１９０円 

土曜日、 １８，８５０円 ３３，５２０円 ４４，０００円 ８８，０００円 
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日曜日及

び休日 

会

議

室 

第１会議

室 

３，６６０円 ４，１９０円 ４，７１０円 １１，５２０円 

第２会議

室 

３，６６０円 ４，１９０円 ４，７１０円 １１，５２０円 

第３会議

室 

３，６６０円 ４，１９０円 ４，７１０円 １１，５２０円 

第４会議

室 

７，３３０円 ８，３８０円 ９，４２０円 ２３，０４０円 

第５会議

室 

１，５７０円 ２，０９０円 ２，６１０円 ５，７６０円 

練習室 ２，０９０円 ２，０９０円 ２，０９０円 ６，２７０円 

ギ

ャ

ラ

リ

ー 

第１ギャ

ラリー 

   ５，２３０円 

第２ギャ

ラリー 

   ８，３８０円 

別表１の表中備考４を備考５とし、備考１から備考３までを備考２から備考４ま

でとし、同表に備考１として次のように加える。 

１ 施設の利用単位は、午前は午前９時から正午まで、午後は午後１時から午

後４時３０分まで、夜間は午後５時３０分から午後１０時まで、全日は午前

９時から午後１０時までとする。ただし、会議室の利用単位は、午前は午前

９時から午後零時３０分まで、午後は午後１時から午後５時までとする。 
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別表１の表備考に次のように加える。 

６ 利用料金に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。 

別表２の表ホールの項中「５，０００円」を「５，２３０円」に、「１０，００

０円」を「１０，４７０円」に、「２３，５００円」を「２４，６１０円」に、「４，

５００円」を「４，７１０円」に改め、同表会議室、練習室又はギャラリーの項中

「２，０００円」を「２，０９０円」に改め、同表備考中「前項の」を「１の表に

規定する」に改める。 

（町田市フォトサロン条例の一部改正） 

第５条 町田市フォトサロン条例（平成２０年１２月町田市条例第４２号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１展示室（附属設備を含む。）の項中「２，０００円」を「２，０９０円」

に改め、同表第２展示室（附属設備を含む。）の項中「１，０００円」を「１，０

４０円」に改める。 

（町田市鶴川緑の交流館条例の一部改正） 

第６条 町田市鶴川緑の交流館条例（平成２３年６月町田市条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

別表１の表ホールの項中「３，２００円」を「３，３５０円」に、「４，２００

円」を「４，４００円」に改め、同表活動諸室の項中「３５０円」を「３６０円」

に、「１，９００円」を「１，９９０円」に、「１，３００円」を「１，３６０円」

に改め、同表備考に次のように加える。 

４ 利用料金に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。 

別表２の表ホールの項中「１，２００円」を「１，２５０円」に、「２，６００

円」を「２，７２０円」に、「５，４００円」を「５，６５０円」に、「１，０００

円」を「１，０４０円」に、「１，６００円」を「１，６７０円」に改め、同表活
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動諸室の項中「３５０円」を「３６０円」に、「４６０円」を「４８０円」に、「２，

６００円」を「２，７２０円」に、「５，４００円」を「５，６５０円」に、「１，

６００円」を「１，６７０円」に、「８００円」を「８３０円」に改める。 

（町田市体育施設条例の一部改正） 

第７条 町田市体育施設条例（平成１７年６月町田市条例第３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第３休館日・休場日の欄中「規定する休日」の次に「（以下「休日」という。）」

を加える。 

別表第４の１（１）の表を次のように改める。 

（１）専用利用の場合の利用料金 

ア スポーツに利用する場合 

施設の名称等 利用

単位 

入 場 料 の

徴 収 又 は

こ れ に 類

す る 取 扱

い を し な

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱

いをする場合 

入 場 料 が

１，０００

円 以 下 の

金 額 の と

き。 

入 場 料 が

１，０００

円 を 超 え

３，０００

円未満の金

額のとき。 

入 場 料 が

３，０００

円 以 上 の

金 額 の と

き。 

町田市

立総合

体育館 

メ イ

ン ア

リ ー

ナ 

全面 ３時

間 

９，１１０

円 

１８，２２

０円 

２７，３４

０円 

３６，４５

０円 

２／

３面 

３時

間 

６，０７０

円 

１２，１５

０円 

１８，２２

０円 

２４，３０

０円 

１／

３面 

３時

間 

３，０３０

円 

６，０７０

円 

９，１１０

円 

１２，１５

０円 
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サ ブ

ア リ

ーナ 

全面 ３時

間 

４，１９０

円 

８，３８０

円 

１２，５７

０円 

１６，７６

０円 

１／

２面 

３時

間 

２，０９０

円 

４，１９０

円 

６，２８０

円 

８，３８０

円 

小体育室 ３時

間 

１，８８０

円 

３，７７０

円 

５，６５０

円 

７，５４０

円 

第１武道場 ３時

間 

２，４００

円 

４，８１０

円 

７，２２０

円 

９，６３０

円 

第２武道場 ３時

間 

２，４００

円 

４，８１０

円 

７，２２０

円 

９，６３０

円 

和洋弓場 ３時

間 

２，４００

円 

４，８１０

円 

７，２２０

円 

９，６３０

円 

町田市

立室内

プール 

２ ５

メ ー

ト ル

プ ー

ル 

平日 ２時

間 

１５，７１

０円 

３１，４２

０円 

４７，１４

０円 

６２，８５

０円 

日曜

日・

休日 

２時

間 

１８，８５

０円 

３７，７１

０円 

５６，５７

０円 

７５，４２

０円 

５ ０

メ ー

ト ル

プ ー

ル 

平日 ２時

間 

３１，４２

０円 

６２，８５

０円 

９４，２８

０円 

１２５，７

１０円 

日曜

日・

休日 

２時

間 

３７，７１

０円 

７５，４２

０円 

１１３，１

４０円 

１５０，８

５０円 

三輪みどり山球場 ２時

間 

２，０９０

円 

４，１９０

円 

６，２８０

円 

８，３８０

円 
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成瀬クリーン

センターテニ

スコート 

１面 ２時

間 

１，０４０

円 

２，０９０

円 

３，１４０

円 

４，１９０

円 

緑ヶ丘グラウンド ２時

間 

２，０９０

円 

４，１９０

円 

６，２８０

円 

８，３８０

円 

イ その他の事業等に利用する場合 

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱

いをする場合 

入 場 料 が

１，０００

円 以 下 の

金 額 の と

き。 

入 場 料 が

１，０００

円 を 超 え

３，０００

円未満の金

額のとき。 

入 場 料 が

３，０００

円以上の金

額のとき。 

町田市

立総合

体育館 

メ イ

ン ア

リ ー

ナ 

全面 ３時

間 

１８２，２

８０円 

２２７，８

５０円 

２７３，４

２０円 

３１９，０

００円 

２／

３面 

３時

間 

１２１，５

２０円 

１５１，９

００円 

１８２，２

８０円 

２１２，６

６０円 

１／

３面 

３時

間 

６０，７６

０円 

７５，９５

０円 

９１，１４

０円 

１０６，３

３０円 

 サ ブ

ア リ

ーナ 

全面 ３時

間 

８３，８０

０円 

１０４，７

６０円 

１２５，７

１０円 

１４６，６

６０円 

１／

２面 

３時

間 

４１，９０

０円 

５２，３８

０円 

６２，８５

０円 

７３，３３

０円 
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小体育室 ３時

間 

３７，７１

０円 

４７，１４

０円 

５６，５７

０円 

６６，００

０円 

第１武道場 ３時

間 

４８，１９

０円 

６０，２３

０円 

７２，２８

０円 

８４，３３

０円 

第２武道場 ３時

間 

４８，１９

０円 

６０，２３

０円 

７２，２８

０円 

８４，３３

０円 

和洋弓場 ３時

間 

４８，１９

０円 

６０，２３

０円 

７２，２８

０円 

８４，３３

０円 

町田市

立室内

プール 

２ ５

メ ー

ト ル

プ ー

ル 

平日 ２時

間 

３１４，２

８０円 

３９２，８

５０円 

４７１，４

２０円 

５５０，０

００円 

日曜

日・

休日 

２時

間 

３７７，１

４０円 

４７１，４

２０円 

５６５，７

１０円 

６６０，０

００円 

５ ０

メ ー

ト ル

プ ー

ル 

平日 ２時

間 

６２８，５

７０円 

７８５，７

１０円 

９４２，８

５０円 

１，１００，

０００円 

日曜

日・

休日 

２時

間 

７５４，２

８０円 

９４２，８

５０円 

１，１３１，

４２０円 

１，３２０，

０００円 

三輪みどり山球場 ２時

間 

４１，９０

０円 

５２，３８

０円 

６２，８５

０円 

７３，３３

０円 

成瀬クリーン

センターテニ

スコート 

１面 ２時

間 

２０，９５

０円 

２６，１９

０円 

３１，４２

０円 

３６，６６

０円 

緑ヶ丘グラウンド ２時 ４１，９０ ５２，３８ ６２，８５ ７３，３３
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間 ０円 ０円 ０円 ０円 

      ウ 会議室の利用料金 

施設の名称等 利用

単位 

入 場 料 の

徴 収 又 は

こ れ に 類

す る 取 扱

い を し な

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱

いをする場合 

入 場 料 が

１，０００

円 以 下 の

金 額 の と

き。 

入 場 料 が

１，０００

円 を 超 え

３，０００

円未満の金

額のとき。 

入 場 料 が

３，０００

円 以 上 の

金 額 の と

き。 

町田市

立総合

体育館 

第１会議室 ３時

間 

５２０円 １，０４０

円 

１，５７０

円 

２，０９０

円 

第２会議室 ３時

間 

５２０円 １，０４０

円 

１，５７０

円 

２，０９０

円 

町田市

立室内

プール 

会議室 ３時

間 

１，０４０

円 

２，０９０

円 

３，１４０

円 

４，１９０

円 

備考 専用利用の取扱いをする時間を超えて利用する場合の超過利用料金は、超

過時間１時間（当該利用の前後の超過を各１回とし、１回ごとに１時間に満た

ない端数がある場合は、これを１時間とする。）につき、当該利用の利用単位の

利用料金の１時間当たりの額の３割増相当額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

別表第４の１（２）の表中「３００円」を「３１０円」に改め、同表備考５に後

段として次のように加える。 

この場合において、１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも
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のとする。 

別表第４の３の表照明設備の項中「１０，８００円」を「１１，３１０円」に、

「２１，６００円」を「２２，６２０円」に、「８，１００円」を「８，４８０円」

に、「１６，２００円」を「１６，９７０円」に、「５，４００円」を「５，６５０

円」に、「７，２００円」を「７，５４０円」に、「１４，４００円」を「１５，０

８０円」に、「３，６００円」を「３，７７０円」に、「２，７００円」を「２，８

２０円」に、「１，８００円」を「１，８８０円」に、「１，４００円」を「１，４

６０円」に、「２，８００円」を「２，９３０円」に、「４００円」を「４１０円」

に、「８００円」を「８３０円」に改め、同表放送設備の項中「３，１００円」を

「３，２４０円」に、「６，２００円」を「６，４９０円」に改め、同表得点表示

設備の項中「１２，０００円」を「１２，５７０円」に、「２４，０００円」を「２

５，１４０円」に改め、同表電光表示設備の項中「１５，０００円」を「１５，７

１０円」に、「３０，０００円」を「３１，４２０円」に改め、同表水深加算の項

中「６２，０００円」を「６４，９５０円」に、「１２４，０００円」を「１２９，

９００円」に改める。 

（町田市立国際版画美術館条例の一部改正） 

第８条 町田市立国際版画美術館条例（昭和６１年９月町田市条例第３１号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１中「別表第１」を「別表第１（第３条関係）」に改め、同表一般の項中

「１，２００円」を「１，２５０円」に、「８００円」を「８３０円」に改め、同

表大学の学生及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者の項中「７００円」を「７

３０円」に、「５００円」を「５２０円」に改め、同表中学校の生徒及び小学校の

児童の項中「５００円」を「５２０円」に、「３００円」を「３１０円」に改め、

同表備考２に後段として次のように加える。 

この場合において、１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 
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別表第２中「別表第２」を「別表第２（第４条関係）」に改め、同表熟覧の項中

「５００円」を「５２０円」に改め、同表撮影（１点につき）の項中「３００円」

を「３１０円」に、「４，５００円」を「４，７１０円」に、「１，５００円」を「１，

５７０円」に改め、別表第３中「別表第３」を「別表第３（第６条関係）」に改め、

同表市民展示室の項中「１８，０００円」を「１８，８５０円」に、同表アトリエ

の項中「１，２００円」を「１，２５０円」に、「２，４００円」を「２，５１０

円」に、「３，６００円」を「３，７６０円」に改め、同表講堂の項中「４，００

０円」を「４，１９０円」に、「７，０００円」を「７，３３０円」に、「１１，０

００円」を「１１，５２０円」に改め、同表備考中「規定使用料の半額」を「９，

４２０円」に改める。 

（町田市葬具使用条例の一部改正） 

第９条 町田市葬具使用条例（平成１０年６月町田市条例第２０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表祭壇の項中「７０，０００円」を「７３，３３０円」に、「３６，０００円」

を「３７，７１０円」に、「４８，０００円」を「５０，２８０円」に、「２５，０

００円」を「２６，１９０円」に、「２０，０００円」を「２０，９５０円」に改

め、同表テントの項中「２，５００円」を「２，６１０円」に改め、同表 椅
い

子の

項中「椅
い

子」を「椅子」に改め、同表机（大）の項中「１，０００円」を「１，０

４０円」に改め、同表机（小）の項中「６００円」を「６２０円」に改め、同表マ

イクセットの項中「２，０００円」を「２，０９０円」に改め、同表高張 提灯
ちょうちん

一

対の項中「４，０００円」を「４，１９０円」に改め、同表式幕一式（５枚）の項

中「５，０００円」を「５，２３０円」に改め、同表銀プレスシートの項中「１，

０００円」を「１，０４０円」に改め、同表導師用金 襴
ら ん

座布団の項中「１，３０

０円」を「１，３６０円」に改め、同表土足用シート一式（４枚）の項中「２，０

００円」を「２，０９０円」に改め、同表座布団一式（５枚）の項中「５００円」

を「５２０円」に改め、同表案内 提灯
ちょうちん

の項中「６００円」を「６２０円」に改め、
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同表木魚一式の項及び鐘一式の項中「３，０００円」を「３，１４０円」に改め、

同表曲録の項中「１，３００円」を「１，３６０円」に改める。 

（町田市わくわくプラザ条例の一部改正） 

第１０条 町田市わくわくプラザ条例（平成５年６月町田市条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１会議室の項中「６００」を「６１０」に、「８５０」を「８６０」に、「２，

３００」を「２，３３０」に改め、同表講習室の項中「１，５００」を「１，５２

０」に、「２，０５０」を「２，０８０」に、「５，６００」を「５，６８０」に改

める。 

（町田市健康福祉会館条例の一部改正） 

第１１条 町田市健康福祉会館条例（昭和６３年１２月町田市条例第４０号）の一部

を次のように改正する。 

別表中「２，３５０」を「２，３９０」に、「３，１００」を「３，１５０」に、

「８，５５０」を「８，６９０」に改める。 

（町田市子ども創造キャンパスひなた村条例の一部改正） 

第１２条 町田市子ども創造キャンパスひなた村条例（平成３０年７月町田市条例第

３２号）の一部を次のように改正する。 

別表１の表ホールの項中「１，６００円」を「１，６２０円」に、「４，８００

円」を「４，８８０円」に、「２，３００円」を「２，３４０円」に、「６，９００

円」を「７，０２０円」に、「６，２００円」を「６，３００円」に、「１８，６０

０円」を「１８，９２０円」に改め、同表野外炊事場の項中「５３０円」を「５４

０円」に改め、別表２の表グランドピアノ（ホール）の項中「２，５００円」を「２，

６１０円」に改め、同表グランドピアノ（レクリエーションルーム）の項中「５０

０円」を「５２０円」に改め、同表照明セット（音楽会用）の項中「１，０００円」

を「１，０４０円」に改め、同表照明セット（演劇用）の項中「２，５００円」を

「２，６１０円」に改め、同表音響セットの項中「１，５００円」を「１，５７０
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円」に改める。 

（町田市大地沢青少年センター条例の一部改正） 

第１３条 町田市大地沢青少年センター条例（昭和５２年６月町田市条例第４５号）

の一部を次のように改正する。 

別表１の表本館の項中「１０，０００円」を「１０，４７０円」に、「１３，０

００円」を「１３，６１０円」に、「１，０００円」を「１，０４０円」に、「１，

５００円」を「１，５７０円」に、「２，０００円」を「２，０９０円」に、「３，

０００円」を「３，１４０円」に、「４，０００円」を「４，１９０円」に改め、

同表キャビンの項中「３，０００円」を「３，１４０円」に、「４，０００円」を

「４，１９０円」に改め、同表貸出テントの項及びテントサイトの項中「３００円」

を「３１０円」に、「４００円」を「４１０円」に改め、同表工芸室の項中「１，

０００円」を「１，０４０円」に、「１，５００円」を「１，５７０円」に、「２，

０００円」を「２，０９０円」に改め、別表２の表中「５００円」を「５２０円」

に改める。 

（町田市自然休暇村条例の一部改正） 

第１４条 町田市自然休暇村条例（平成１７年６月町田市条例第３６号）の一部を次

のように改正する。 

別表宿泊料金（１人１泊につき）の項中「４，０００円」を「４，１９０円」に、

「６，０００円」を「６，２８０円」に、「２，５００円」を「２，６１０円」に、

「４，５００円」を「４，７１０円」に、「１，５００円」を「１，５７０円」に、

「１，２５０円」を「１，３００円」に、「２，２５０円」を「２，３５０円」に、

「５００円」を「５２０円」に、「１，０００円」を「１，０４０円」に、「４００

円」を「４１０円」に改め、同表休憩料金（１人１回につき）の項中「４００円」

を「４１０円」に改め、同表ペット宿泊料金（１頭１泊につき）の項中「５００円」

を「５２０円」に、「１，０００円」を「１，０４０円」に改める。 

（町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例の一部改正） 
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第１５条 町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例（平成５年６月町田市条例

第１６号）の一部を次のように改正する。 

第６条第５項第１号中「１８，０００円」を「１８，８５０円」に改め、同項第

２号中「９，０００円」を「９，４２０円」に改める。 

別表原町田一丁目第２駐車場全日定期駐車料金の項中「１８，０００円」を「１

８，８５０円」に改め、同表原町田一丁目駐車場平日定期駐車料金の項中「９，０

００円」を「９，４２０円」に改める。 

（町田市文化交流センター条例の一部改正） 

第１６条 町田市文化交流センター条例（平成１９年１２月町田市条例第４５号）の

一部を次のように改正する。 

別表１の表中備考以外の部分を次のように改める。 

１ 施設の利用料金 

施

設 

名称 定員

（人） 

利用単位及び利用料金（円） 

午前（午前９

時から正午

まで） 

午後（午後１

時から午後

５時まで） 

夜間（午後６

時から午後

９時まで） 

全日（午前９時

から午後９時

まで） 

会

議

室 

けやき １２０ ３５，０９０ ５０，２８０ ３７，７１０ １２３，０８０ 

けやき東 ６０ １８，８５０ ２６，１９０ １９，５９０ ６４，６３０ 

けやき西 ６０ １８，８５０ ２６，１９０ １９，５９０ ６４，６３０ 

サルビア ２４ １０，４７０ １５，１９０ １１，３１０ ３６，９７０ 

サルビア東 １２ ６，２８０ ８，９００ ６，６００ ２１，７８０ 

サルビア西 １２ ６，２８０ ８，９００ ６，６００ ２１，７８０ 

カトレア １８ ７，５４０ １０，４７０ ７，８５０ ２５，８６０ 

コスモス １８ ７，５４０ １０，４７０ ７，８５０ ２５，８６０ 
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和室 １４ ６，２８０ ８，９００ ６，６００ ２１，７８０ 

ホール １４４ ３７，７１０ ６０，７６０ ４５，５７０ １４４，０４０ 

スタジオ １８ ７，５４０ １０，４７０ ７，８５０ ２５，８６０ 

ギャラリー   ３，１４０ ４，１９０ ３，１４０ １０，４７０ 

テラス ３０ ７，５４０ １０，４７０ ７，８５０ ２５，８６０ 

別表１の表備考に次のように加える。 

６ 利用料金に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。 

別表２の表ホールの項中「５，０００」を「５，２３０」に「１０，０００」を

「１０，４７０」に、「２３，０００」を「２４，０９０」に、「１５，０００」を

「１５，７１０」に改め、同表会議室、スタジオ、ギャラリー又はテラスの項中「３，

０００」を「３，１４０」に、「５，０００」を「５，２３０」に改め、同表備考

１中「前項の」を「１の表に規定する」に改め、同表備考２に後段として次のよう

に加える。 

この場合において、１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 

（町田市小野路宿里山交流館条例の一部改正） 

第１７条 町田市小野路宿里山交流館条例（平成２６年６月町田市条例第２３号）の

一部を次のように改正する。 

別表土蔵の項中「１，２００」を「１，２２０」に改め、同表製茶場の項中「８

００」を「８１０」に改める。 

（町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部改正） 

第１８条 町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（平成５年９月町田市

条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

別表３の項中「４，０００円」を「４，０７０円」に、「２，０００円」を「２，
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０３０円」に、「１，０００円」を「１，０１０円」に改め、同表４の項中「１，

５００円」を「１，５７０円」に改める。 

（町田えびね苑条例の一部改正） 

第１９条 町田えびね苑条例（平成７年１２月町田市条例第４１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第１項の表一般の項中「３００円」を「３１０円」に、「２５０円」を「２

６０円」に改める。 

（町田市民文学館条例の一部改正） 

第２０条 町田市民文学館条例（平成１８年６月町田市条例第３５号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１中「１，０００円」を「１，０４０円」に改め、別表第２の１の表大会

議室の項中「２，５００」を「２，５４０」に、「２，８５０」を「２，９００」

に、「８，２００」を「８，３４０」に改め、同表第６会議室の項中「１，１５０」

を「１，１７０」に、「１，３００」を「１，３２０」に、「３，７５０」を「３，

８１０」に改め、同表保育室の項中「６００」を「６１０」に、「７００」を「７

１０」に、「２，０００」を「２，０３０」に改め、別表第２の２の表中「１，５

００円」を「１，５７０円」に改める。 

（町田市公民館条例の一部改正） 

第２１条 町田市公民館条例（昭和５３年９月町田市条例第４４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表１の表を次のように改める。 

１ 施設使用料 

施設の名称 使用単位及び使用料（円） 

午前（午前９時

から午後０時

３０分まで） 

午後（午後１

時から午後

５時まで） 

夜間（午後６

時から午後

１０時まで） 

全日（午前９

時から午後

１０時まで） 
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ホール ４，１２０ ４，７３０ ４，１２０ １２，９７０ 

諸活

動室 

学習室１ ９１０ １，０１０ ９１０ ２，８３０ 

学習室２ １，５７０ １，７８０ １，５７０ ４，９２０ 

学習室３ ５００ ６１０ ５００ １，６１０ 

学習室４ ５００ ６１０ ５００ １，６１０ 

学習室５ ６１０ ７１０ ６１０ １，９３０ 

学習室６ ６１０ ７１０ ６１０ １，９３０ 

学習室７ ８１０ ９６０ ８１０ ２，５８０ 

視聴覚室 １，５７０ １，７８０ １，５７０ ４，９２０ 

調理実習室 １，７８０ ２，０３０ １，７８０ ５，５９０ 

美術工芸室 １，２７０ １，４７０ １，２７０ ４，０１０ 

プレイルー

ム 

８１０ ９６０ ８１０ ２，５８０ 

音楽室１ ９１０ １，０６０ ９１０ ２，８８０ 

音楽室２ ５００ ６１０ ５００ １，６１０ 

和室１ １，０６０ １，２２０ １，０６０ ３，３４０ 

和室２ ７１０ ８１０ ７１０ ２，２３０ 

保育室 １，８８０ ２，１３０ １，８８０ ５，８９０ 

別表２の表ホール内の項中「１，５００」を「１，５７０」に、「３，０００」

を「３，１４０」に改め、同表視聴覚室内上映設備一式の項中「１，５００」を「１，

５７０」に改め、同表可動式上映設備一式の項中「１，０００」を「１，０４０」

に改める。 

（町田市立学校施設の開放に関する条例の一部改正） 
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第２２条 町田市立学校施設の開放に関する条例（平成１７年１０月町田市条例第５

２号）の一部を次のように改正する。 

別表温水プールの項中「３００円」を「３１０円」に改め、同表校庭照明設備の

項中「、６００円」を「６２０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（使用料及び利用料金に関する経過措置） 

２ この条例（第１５条、第１８条及び第１９条を除く。）による改正後のそれぞれの

条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用等に係

る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用等に係る使用料及び利用料

金については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、第７条の規定による改正前の町田市体育施設条例第１

８条及び第２２条の規定による改正前の町田市立学校施設の開放に関する条例第

１１条第１項の規定により発行された回数利用券は、施行日以後においても、なお

使用することができる。 

（自動車駐車場の定期駐車券に関する経過措置） 

４ 第１５条の規定による改正後の町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例の

規定は、施行日以後の期間に係る定期駐車券の発行について適用する。 

（廃棄物処理手数料に関する経過措置） 

５ 第１８条の規定による改正後の町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条

例の規定は、施行日以後に行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る処理手数料

について適用し、施行日前に行った一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る処理手

数料については、なお従前の例による。 
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＿部分は改正部分 

町田市地域センター条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

１ 施設使用料 １ 施設使用料 

センタ

ーの名

称 

施設の名称 使用単位及び使用料（円） 

午前（午前

９時から

正午まで） 

午後（午後

１時から午

後 ５ 時 ま

で） 

夜間（午後

５時３０分

から午後１

０時まで） 

全日（午前

９時から午

後１０時ま

で） 

町田市

忠生市

民セン

ター 

ホール ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 

会議室１ ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

会議室２ ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

会議室３ ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

和室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

多目的室A ９１０ １，２２０ １，２２０ ３，３５０ 

多目的室B ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

多目的室C（保

育室） 

９１０ １，２２０ １，２２０ ３，３５０ 

多目的室D ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

料理講習室 ９１０ １，２２０ １，２２０ ３，３５０ 

町田市

鶴川市

民セン

ター 

ホール ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 

第１会議室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

第２会議室 １，２２０ １，６２０ １，６２０ ４，４６０ 

和室（１） ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

略 略 略 略 略 

センタ

ーの名

称 

施設の名称 使用単位及び使用料（円） 

午前（午前

９時から

正午まで） 

午後（午後

１時から午

後 ５ 時 ま

で） 

夜間（午後

５時３０分

から午後１

０時まで） 

全日（午前

９時から午

後１０時ま

で） 

町田市

忠生市

民セン

ター 

ホール ２，３５０ ３，１００ ３，１００ ８，５５０ 

会議室１ ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

会議室２ ４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 

会議室３ ６００ ８５０ ８５０ ２，３００ 

和室 ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

多目的室A ９００ １，２００ １，２００ ３，３００ 

多目的室B ４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 

多目的室C（保

育室） 

９００ １，２００ １，２００ ３，３００ 

多目的室D ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

料理講習室 ９００ １，２００ １，２００ ３，３００ 

町田市

鶴川市

民セン

ター 

ホール ２，３５０ ３，１００ ３，１００ ８，５５０ 

第１会議室 ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

第２会議室 １，２００ １，６００ １，６００ ４，４００ 

和室（１） ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

略 略 略 略 略 
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＿部分は改正部分 

町田市地域センター条例新旧対照表 

改正後 改正前 

音楽室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

略 略 略 略 略 

町田市

南市民

センタ

ー 

ホール ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 

第１会議室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

第２会議室 ９１０ １，２２０ １，２２０ ３，３５０ 

和室（１） ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

和室（２）（保

育室） 

４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

音楽室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

町田市

なるせ

駅前市

民セン

ター 

ホール １，５２０ ２，０８０ ２，０８０ ５，６８０ 

第１A会議室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

第１B会議室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

略 略 略 略 略 

和室（保育室） ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

町田市

堺市民

センタ

ー 

ホール ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 

第１会議室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

第２会議室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

略 略 略 略 略 

和室（１） ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

略 略 略 略 略 

音楽室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

町田市 ホール ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 

音楽室 ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

略 略 略 略 略 

町田市

南市民

センタ

ー 

ホール ２，３５０ ３，１００ ３，１００ ８，５５０ 

第１会議室 ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

第２会議室 ９００ １，２００ １，２００ ３，３００ 

和室（１） ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

和室（２）（保

育室） 

４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 

音楽室 ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

町田市

なるせ

駅前市

民セン

ター 

ホール １，５００ ２，０５０ ２，０５０ ５，６００ 

第１A会議室 ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

第１B会議室 ６００ ８５０ ８５０ ２，３００ 

略 略 略 略 略 

和室（保育室） ４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 

町田市

堺市民

センタ

ー 

ホール ２，３５０ ３，１００ ３，１００ ８，５５０ 

第１会議室 ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

第２会議室 ６００ ８５０ ８５０ ２，３００ 

略 略 略 略 略 

和室（１） ４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 

略 略 略 略 略 

音楽室 ６００ ８５０ ８５０ ２，３００ 

町田市 ホール ２，３５０ ３，１００ ３，１００ ８，５５０ 
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＿部分は改正部分 

町田市地域センター条例新旧対照表 

改正後 改正前 

小山市

民セン

ター 

第１会議室 １，２２０ １，６２０ １，６２０ ４，４６０ 

第２会議室 ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

第３会議室 ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

和室 ９１０ １，２２０ １，２２０ ３，３５０ 

音楽室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

多目的室（保

育室） 

４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

いこいの間 無料開放 無料開放 １，８３０  

町田市

木曽山

崎コミ

ュニテ

ィセン

ター 

ホール ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 

A館会議室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

A館和室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

A館音楽室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

略 略 略 略 略 

B館大会議室 １，２２０ １，６２０ １，６２０ ４，４６０ 

略 略 略 略 略 

町田市

成瀬コ

ミュニ

ティセ

ンター 

ホール ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 

第１会議室 ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

第２会議室 ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

略 略 略 略 略 

音楽室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

多目的室A ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

多目的室B ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

小山市

民セン

ター 

第１会議室 １，２００ １，６００ １，６００ ４，４００ 

第２会議室 ４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 

第３会議室 ４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 

和室 ９００ １，２００ １，２００ ３，３００ 

音楽室 ６００ ８５０ ８５０ ２，３００ 

多目的室（保

育室） 

４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 

いこいの間 無料開放 無料開放 １，８００  

町田市

木曽山

崎コミ

ュニテ

ィセン

ター 

ホール ２，３５０ ３，１００ ３，１００ ８，５５０ 

A館会議室 ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

A館和室 ６００ ８５０ ８５０ ２，３００ 

A館音楽室 ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

略 略 略 略 略 

B館大会議室 １，２００ １，６００ １，６００ ４，４００ 

略 略 略 略 略 

町田市

成瀬コ

ミュニ

ティセ

ンター 

ホール ２，３５０ ３，１００ ３，１００ ８，５５０ 

第１会議室 ４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 

第２会議室 ４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 

略 略 略 略 略 

音楽室 ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

多目的室A ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

多目的室B ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 
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＿部分は改正部分 

町田市地域センター条例新旧対照表 

改正後 改正前 

多目的室C １，２２０ １，６２０ １，６２０ ４，４６０ 

美術工芸室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

町田市

つくし

野コミ

ュニテ

ィセン

ター 

ホール １，５２０ ２，０８０ ２，０８０ ５，６８０ 

第１会議室 ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

第２会議室 ９１０ １，２２０ １，２２０ ３，３５０ 

和室（保育室） ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

音楽室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

町田市

木曽森

野コミ

ュニテ

ィセン

ター 

ホール １，５２０ ２，０８０ ２，０８０ ５，６８０ 

第１会議室 １，２２０ １，６２０ １，６２０ ４，４６０ 

第２会議室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

和室（保育室） ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

音楽室 ７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０ 

町田市

三輪コ

ミュニ

ティセ

ンター 

ホール １，５２０ ２，０８０ ２，０８０ ５，６８０ 

第１会議室 ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 

第２会議室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

略 略 略 略 略 

第４会議室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

略 略 略 略 略 

和室（保育室） ４５０ ６６０ ６６０ １，７７０ 
 

多目的室C １，２００ １，６００ １，６００ ４，４００ 

美術工芸室 ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

町田市

つくし

野コミ

ュニテ

ィセン

ター 

ホール １，５００ ２，０５０ ２，０５０ ５，６００ 

第１会議室 ４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 

第２会議室 ９００ １，２００ １，２００ ３，３００ 

和室（保育室） ４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 

音楽室 ６００ ８５０ ８５０ ２，３００ 

町田市

木曽森

野コミ

ュニテ

ィセン

ター 

ホール １，５００ ２，０５０ ２，０５０ ５，６００ 

第１会議室 １，２００ １，６００ １，６００ ４，４００ 

第２会議室 ６００ ８５０ ８５０ ２，３００ 

和室（保育室） ６００ ８５０ ８５０ ２，３００ 

音楽室 ７５０ １，０００ １，０００ ２，７５０ 

町田市

三輪コ

ミュニ

ティセ

ンター 

ホール １，５００ ２，０５０ ２，０５０ ５，６００ 

第１会議室 ４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 

第２会議室 ６００ ８５０ ８５０ ２，３００ 

略 略 略 略 略 

第４会議室 ６００ ８５０ ８５０ ２，３００ 

略 略 略 略 略 

和室（保育室） ４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 
 

備考 略 備考 略 

２ 附属設備使用料 ２ 附属設備使用料 

センターの名称 附属設備の名称 使用料 センターの名称 附属設備の名称 使用料 
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＿部分は改正部分 

町田市地域センター条例新旧対照表 

改正後 改正前 

町田市忠生市民センター 

町田市鶴川市民センター 

町田市南市民センター 

町田市なるせ駅前市民セン

ター 

町田市堺市民センター 

町田市小山市民センター 

町田市木曽山崎コミュニテ

ィセンター 

町田市成瀬コミュニティセ

ンター 

町田市つくし野コミュニテ

ィセンター 

町田市木曽森野コミュニテ

ィセンター 

町田市三輪コミュニティセ

ンター 

グランドピアノ 半日につき ５２０円 

全日につき ８３０円 

 

町田市忠生市民センター 

町田市鶴川市民センター 

町田市南市民センター 

町田市なるせ駅前市民セン

ター 

町田市堺市民センター 

町田市小山市民センター 

町田市木曽山崎コミュニテ

ィセンター 

町田市成瀬コミュニティセ

ンター 

町田市つくし野コミュニテ

ィセンター 

町田市木曽森野コミュニテ

ィセンター 

町田市三輪コミュニティセ

ンター 

グランドピアノ 半日につき ５００円 

全日につき ８００円 

 

備考 略 備考 略 
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＿部分は改正部分 

町田市民フォーラム条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

１ 施設使用料 １ 施設使用料 

施設の名称 使用単位及び使用料（円） 

午前 午後 夜間 全日 

ホール ８，７００ １１，６１０ １１，６１０ ３１，９２０ 

活動

諸室 

視聴覚室 １，６８０ ２，２４０ ２，２４０ ６，１６０ 

調理室 ３，３６０ ３，３６０ ３，８７０ １０，５９０ 

和室（水

屋は和室

（３）に

含む。） 

（１） ５５０ ７１０ ７１０ １，９７０ 

（２） ５５０ ７１０ ７１０ １，９７０ 

略 略 略 略 略 

第１学習

室 

A ７１０ ９６０ ９６０ ２，６３０ 

B ７１０ ９６０ ９６０ ２，６３０ 

第２学習

室 

A ７１０ ９６０ ９６０ ２，６３０ 

B ７１０ ９６０ ９６０ ２，６３０ 
 

施設の名称 使用単位及び使用料（円） 

午前 午後 夜間 全日 

ホール ８，５５０ １１，４００ １１，４００ ３１，３５０ 

活動

諸室 

視聴覚室 １，６５０ ２，２００ ２，２００ ６，０５０ 

調理室 ３，３００ ３，３００ ３，８００ １０，４００ 

和室（水

屋は和室

（３）に

含む。） 

（１） ５５０ ７００ ７００ １，９５０ 

（２） ５５０ ７００ ７００ １，９５０ 

略 略 略 略 略 

第１学習

室 

A ７００ ９５０ ９５０ ２，６００ 

B ７００ ９５０ ９５０ ２，６００ 

第２学習

室 

A ７００ ９５０ ９５０ ２，６００ 

B ７００ ９５０ ９５０ ２，６００ 
 

備考 略 備考 略 

２ 附属設備使用料 ２ 附属設備使用料 

附属設備の名称 単位 使用料 

グランドピアノ １台１回 １，５７０円 

ホール内ビデオ上映設備一式 １式１回 １，５７０円 

視聴覚室内ビデオ上映設備一式 １式１回 １，５７０円 

可動式ビデオ上映設備一式 １式１回 １，０４０円 

書画カメラ １台１回 ５２０円 
 

附属設備の名称 単位 使用料 

グランドピアノ １台１回 １，５００円 

ホール内ビデオ上映設備一式 １式１回 １，５００円 

視聴覚室内ビデオ上映設備一式 １式１回 １，５００円 

可動式ビデオ上映設備一式 １式１回 １，０００円 

書画カメラ １台１回 ５００円 
 

- 6 -

-  -0123456789



＿部分は改正部分 

町田市民フォーラム条例新旧対照表 

改正後 改正前 

備考 略 備考 略 
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＿部分は改正部分 

町田市男女平等推進センター条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

施設の名称 使用単位及び使用料（円） 

午前 午後 夜間 全日 

多目的実習室 １，３２０ １，７３０ １，７３０ ４，７８０ 

活動室 １，３２０ １，７３０ １，７３０ ４，７８０ 
 

施設の名称 使用単位及び使用料（円） 

午前 午後 夜間 全日 

多目的実習室 １，３００ １，７００ １，７００ ４，７００ 

活動室 １，３００ １，７００ １，７００ ４，７００ 
 

備考 略 備考 略 
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＿部分は改正部分 

町田市民ホール条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第１３条関係） 別表（第１３条関係） 

１ 施設の利用料金 １ 施設の利用料金 

施設の名称等 利用単位及び利用料金 

午前 午後 夜間 全日 

ホー

ル 

月曜日から

金曜日まで 

１４，６６

０円 

２５，１４

０円 

３９，８０

０円 

７０，１９

０円 

土曜日、日曜

日及び休日 

１８，８５

０円 

３３，５２

０円 

４４，００

０円 

８８，００

０円 

会議

室 
第１会議室 ３，６６０

円 

４，１９０

円 

４，７１０

円 

１１，５２

０円 

第２会議室 ３，６６０

円 

４，１９０

円 

４，７１０

円 

１１，５２

０円 

第３会議室 ３，６６０

円 

４，１９０

円 

４，７１０

円 

１１，５２

０円 

第４会議室 ７，３３０

円 

８，３８０

円 

９，４２０

円 

２３，０４

０円 

ホ

ー

ル 

利用単位（時間） 

 

 

 

 

利用日区分 

午前（午

前９時か

ら正午ま

で） 

午後（午

後１時か

ら午後４

時３０分

まで） 

夜間（午

後５時３

０分から

午後１０

時まで） 

全日（午

前 ９ 時

か ら 午

後 １ ０

時まで） 

月曜日から金曜日

まで 

１４，０

００円 

２４，０

００円 

３８，０

００円 

６７，０

００円 

土曜日、日曜日及び

休日 

１８，０

００円 

３２，０

００円 

４２，０

００円 

８４，０

００円 

会

議

室 

利用単位（時間） 

 

 

 

 

利用施設区分 

午前（午

前９時か

ら午後零

時３０分

まで） 

午後（午

後１時か

ら午後５

時まで） 

夜間（午

後５時３

０分から

午後１０

時まで） 

全日（午

前 ９ 時

か ら 午

後 １ ０

時まで） 

第１会議室 ３，５０

０円 

４，００

０円 

４，５０

０円 

１１，０

００円 

第２会議室 ３，５０

０円 

４，００

０円 

４，５０

０円 

１１，０

００円 

第３会議室 ３，５０

０円 

４，００

０円 

４，５０

０円 

１１，０

００円 

第４会議室 ７，００

０円 

８，００

０円 

９，００

０円 

２２，０

００円 
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＿部分は改正部分 

町田市民ホール条例新旧対照表 

改正後 改正前 

第５会議室 １，５７０

円 

２，０９０

円 

２，６１０

円 

５，７６０

円 

練習室 ２，０９０

円 

２，０９０

円 

２，０９０

円 

６，２７０

円 

ギ ャ ラ

リー 
第１ギャ

ラリー 

   ５，２３０

円 

第２ギャ

ラリー 

   ８，３８０

円 
 

第５会議室 １，５０

０円 

２，００

０円 

２，５０

０円 

５，５０

０円 

練

習

室 

利用単位（時間） 

 

 

 

 

利用施設区分 

午前（午

前９時か

ら正午ま

で） 

午後（午

後１時か

ら午後４

時３０分

まで） 

夜間（午

後５時３

０分から

午後１０

時まで） 

全日（午

前 ９ 時

か ら 午

後 １ ０

時まで） 

練習室 ２，００

０円 

２，００

０円 

２，００

０円 

６，００

０円 

ギ

ャ

ラ

リ

ー 

利用単位（時間） 

 

 

 

 

利用施設区分 

全日（午前９時から午後１０時まで） 

第１ギャラリー ５，０００円 

第２ギャラリー ８，０００円 

 

備考 備考 

１ 施設の利用単位は、午前は午前９時から正午まで、午後は午後１

時から午後４時３０分まで、夜間は午後５時３０分から午後１０時

まで、全日は午前９時から午後１０時までとする。ただし、会議室

の利用単位は、午前は午前９時から午後零時３０分まで、午後は午

後１時から午後５時までとする。 
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＿部分は改正部分 

町田市民ホール条例新旧対照表 

改正後 改正前 

２ 略 １ 略 

３ 略 ２ 略 

４ 略 ３ 略 

５ 略 ４ 略 

６ 利用料金に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。 

 

２ 附属設備の利用料金 ２ 附属設備の利用料金 

施設 種別 単位 金額 

ホール 楽屋設備 １室、１区画又は１枚 ５，２３０円 

舞台設備 １台、１本、１個、１双、

１掛、１枚、１脚、１組、

１キロワット又は１式 

１０，４７０円 

照明設備 １列、１台、１本、１個、

１枚、１キロワット、１式

又は１セット 

２４，６１０円 

音響設備 １台、１本、１チャンネル、

１キロワット又は１式 

４，７１０円 

映写設備 １台、１個又は１式 １０，４７０円 

その他 １枚又は１式 １０，４７０円 

会議室、練習室又

はギャラリー 

音響設備

等 

１台、１本、１双又は１式 ２，０９０円 

 

施設 種別 単位 金額 

ホール 楽屋設備 １室、１区画又は１枚 ５，０００円 

舞台設備 １台、１本、１個、１双、

１掛、１枚、１脚、１組、

１キロワット又は１式 

１０，０００円 

照明設備 １列、１台、１本、１個、

１枚、１キロワット、１式

又は１セット 

２３，５００円 

音響設備 １台、１本、１チャンネル、

１キロワット又は１式 

４，５００円 

映写設備 １台、１個又は１式 １０，０００円 

その他 １枚又は１式 １０，０００円 

会議室、練習室又

はギャラリー 

音響設備

等 

１台、１本、１双又は１式 ２，０００円 
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＿部分は改正部分 

町田市民ホール条例新旧対照表 

改正後 改正前 

備考 附属設備の利用料金は、１の表に規定する利用単位のうち、午前、

午後及び夜間の区分ごとに、それぞれ徴収する。 

備考 附属設備の利用料金は、前項の利用単位のうち、午前、午後及び

夜間の区分ごとに、それぞれ徴収する。 
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＿部分は改正部分 

町田市フォトサロン条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第１４条関係） 別表（第１４条関係） 

区分 利用料金（１日単位） 

第１展示室（附属設備を含む。） ２，０９０円 

第２展示室（附属設備を含む。） １，０４０円 
 

区分 利用料金（１日単位） 

第１展示室（附属設備を含む。） ２，０００円 

第２展示室（附属設備を含む。） １，０００円 
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＿部分は改正部分 

町田市鶴川緑の交流館条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第１４条関係） 別表（第１４条関係） 

１ ホール等の利用料金 １ ホール等の利用料金 

施設 単位 利用料金 

ホール １時間につき 月曜日から金

曜日まで（休

日を除く。） 

３，３５０円 

土曜日、日曜

日及び休日 

４，４００円 

活動諸室 練習室 １時間につき ３６０円 

多目的室 １時間につき １，９９０円 

会議室 １時間につき １，３６０円 

エクササイ

ズルーム 

１時間につき １，３６０円 

 

施設 単位 利用料金 

ホール １時間につき 月曜日から金

曜日まで（休

日を除く。） 

３，２００円 

土曜日、日曜

日及び休日 

４，２００円 

活動諸室 練習室 １時間につき ３５０円 

多目的室 １時間につき １，９００円 

会議室 １時間につき １，３００円 

エクササイ

ズルーム 

１時間につき １，３００円 

 

備考 備考 

１～３ 略 １～３ 略 

４ 利用料金に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。 

 

２ 附属設備の利用料金 ２ 附属設備の利用料金 

施設 種別 単位 利用料金 

ホール 楽屋設備 １時間につき １，２５０円 

施設 種別 単位 利用料金 

ホール 楽屋設備 １時間につき １，２００円 
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＿部分は改正部分 

町田市鶴川緑の交流館条例新旧対照表 

改正後 改正前 

舞台設備 １時間につき ２，７２０円 

照明設備 １時間につき ５，６５０円 

音響設備 １時間につき １，０４０円 

映写設備 １時間につき １，６７０円 

活動諸室 練習室 舞台設備 １時間につき ３６０円 

音響設備 １時間につき ４８０円 

多目的室 舞台設備 １時間につき ２，７２０円 

照明設備 １時間につき ５，６５０円 

音響設備 １時間につき ４８０円 

映写設備 １時間につき １，６７０円 

会議室 舞台設備 １時間につき ３６０円 

音響設備 １時間につき ４８０円 

映写設備 １時間につき ４８０円 

エクササイ

ズルーム 

舞台設備 １時間につき ８３０円 

音響設備 １時間につき ４８０円 
 

舞台設備 １時間につき ２，６００円 

照明設備 １時間につき ５，４００円 

音響設備 １時間につき １，０００円 

映写設備 １時間につき １，６００円 

活動諸室 練習室 舞台設備 １時間につき ３５０円 

音響設備 １時間につき ４６０円 

多目的室 舞台設備 １時間につき ２，６００円 

照明設備 １時間につき ５，４００円 

音響設備 １時間につき ４６０円 

映写設備 １時間につき １，６００円 

会議室 舞台設備 １時間につき ３５０円 

音響設備 １時間につき ４６０円 

映写設備 １時間につき ４６０円 

エクササイ

ズルーム 

舞台設備 １時間につき ８００円 

音響設備 １時間につき ４６０円 
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＿部分は改正部分 
町田市体育施設条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第３（第１０条関係） 別表第３（第１０条関係） 

施設の名称 休館日・休場日 

町田市立総合

体育館 

（１） 略 

（２） 施設等の整備日（毎月の第１及び第３月曜日。

ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和２

３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」

という。）に当たるときは、その日後においてその

日に最も近い休日でない日） 

町田市立室内

プール 

略 略 
 

施設の名称 休館日・休場日 

町田市立総合

体育館 

（１） 略 

（２） 施設等の整備日（毎月の第１及び第３月曜日。

ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和２

３年法律第１７８号）に規定する休日に当たるとき

は、その日後においてその日に最も近い休日でない

日） 

町田市立室内

プール 

略 略 
 

別表第４（第１６条関係） 別表第４（第１６条関係） 

１ 施設利用料金（会議室及び駐車場を除く。） １ 施設利用料金（会議室及び駐車場を除く。） 

（１） 専用利用の場合の利用料金 （１） 専用利用の場合の利用料金 

ア スポーツに利用する場合 ア スポーツに利用する場合 

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する

取扱いをする場合 

入場料が

１，００

０円以下

の金額の

とき。 

入場料が

１，００

０円を超

え３，０

００円未

満の金額

のとき。 

入場料が

３，００

０円以上

の金額の

とき。 

町田

市立

総合

メイ

ンア

リー

全面 ３時

間 

９，１１

０円 
１８，２

２０円 
２７，３

４０円 
３６，４

５０円 

２／ ３時 ６，０７ １２，１ １８，２ ２４，３

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する

取扱いをする場合 

入場料が

１，００

０円以下

の金額の

とき。 

入場料が

１，００

０円を超

え３，０

００円未

満の金額

のとき。 

入場料が

３，００

０円以上

の金額の

とき。 

町田

市立

総合

メイ

ンア

リー

全面 ３時

間 

８，７０

０円 

１７，４

００円 

２６，１

００円 

３４，８

００円 

２／ ３時 ５，８０ １１，６ １７，４ ２３，２
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＿部分は改正部分 
町田市体育施設条例新旧対照表 

改正後 改正前 

体育

館 

ナ ３面 間 ０円 ５０円 ２０円 ００円 

１／

３面 

３時

間 

３，０３

０円 
６，０７

０円 
９，１１

０円 
１２，１

５０円 

サブ

アリ

ーナ 

全面 ３時

間 

４，１９

０円 
８，３８

０円 
１２，５

７０円 
１６，７

６０円 

１／

２面 

３時

間 

２，０９

０円 
４，１９

０円 
６，２８

０円 
８，３８

０円 

小体育室 ３時

間 

１，８８

０円 
３，７７

０円 
５，６５

０円 
７，５４

０円 

第１武道場 ３時

間 

２，４０

０円 
４，８１

０円 
７，２２

０円 
９，６３

０円 

第２武道場 ３時

間 

２，４０

０円 
４，８１

０円 
７，２２

０円 
９，６３

０円 

和洋弓場 ３時

間 

２，４０

０円 
４，８１

０円 
７，２２

０円 
９，６３

０円 

町田

市立

室内

プー

ル 

２５

メー

トル

プー

ル 

平日 ２時

間 

１５，７

１０円 
３１，４

２０円 
４７，１

４０円 
６２，８

５０円 

日曜

日・

休日 

２時

間 

１８，８

５０円 
３７，７

１０円 
５６，５

７０円 
７５，４

２０円 

５０

メー

トル

プー

ル 

平日 ２時

間 

３１，４

２０円 
６２，８

５０円 
９４，２

８０円 
１２５，

７１０円 

日曜

日・

休日 

２時

間 

３７，７

１０円 
７５，４

２０円 
１１３，

１４０円 
１５０，

８５０円 

三輪みどり山球場 ２時

間 

２，０９

０円 
４，１９

０円 
６，２８

０円 
８，３８

０円 

体育

館 

ナ ３面 間 ０円 ００円 ００円 ００円 

 １／

３面 

３時

間 

２，９０

０円 

５，８０

０円 

８，７０

０円 

１１，６

００円 

サブ

アリ

ーナ 

全面 ３時

間 

４，００

０円 

８，００

０円 

１２，０

００円 

１６，０

００円 

１／

２面 

３時

間 

２，００

０円 

４，００

０円 

６，００

０円 

８，００

０円 

小体育室 ３時

間 

１，８０

０円 

３，６０

０円 

５，４０

０円 

７，２０

０円 

第１武道場 ３時

間 

２，３０

０円 

４，６０

０円 

６，９０

０円 

９，２０

０円 

第２武道場 ３時

間 

２，３０

０円 

４，６０

０円 

６，９０

０円 

９，２０

０円 

和洋弓場 ３時

間 

２，３０

０円 

４，６０

０円 

６，９０

０円 

９，２０

０円 

町田

市立

室内

プー

ル 

２５

メー

トル

プー

ル 

平日 ２時

間 

１５，０

００円 

３０，０

００円 

４５，０

００円 

６０，０

００円 

日曜

日・

休日 

２時

間 

１８，０

００円 

３６，０

００円 

５４，０

００円 

７２，０

００円 

５０

メー

トル

プー

ル 

平日 ２時

間 

３０，０

００円 

６０，０

００円 

９０，０

００円 

１２０，

０００円 

日曜

日・

休日 

２時

間 

３６，０

００円 

７２，０

００円 

１０８，

０００円 

１４４，

０００円 

三輪みどり山球場 ２時

間 

２，００

０円 

４，００

０円 

６，００

０円 

８，００

０円 
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＿部分は改正部分 
町田市体育施設条例新旧対照表 

改正後 改正前 

成瀬クリー

ンセンター

テニスコー

ト 

１面 ２時

間 

１，０４

０円 
２，０９

０円 
３，１４

０円 
４，１９

０円 

緑ヶ丘グラウンド ２時

間 

２，０９

０円 
４，１９

０円 
６，２８

０円 
８，３８

０円 
 

成瀬クリー

ンセンター

テニスコー

ト 

１面 ２時

間 

１，００

０円 

２，００

０円 

３，００

０円 

４，００

０円 

緑ヶ丘グラウンド ２時

間 

２，００

０円 

４，００

０円 

６，００

０円 

８，００

０円 
 

 備考 

 １ 専用利用の取扱いをする時間を超えて利用する場合の超過利用

料金は、超過時間１時間（当該利用の前後の超過を各１回とし、１

回ごとに１時間に満たない端数がある場合は、これを１時間とす

る。）につき、当該利用の利用単位の利用料金の１時間当たりの額

の３割増相当額とする。 

 ２ 町田市立室内プールにおける「休日」とは、国民の祝日に関する

法律に規定する休日をいう。 

イ その他の事業等に利用する場合 イ その他の事業等に利用する場合 

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する

取扱いをする場合 

入場料が

１，００

０円以下

の金額の

とき。 

入場料が

１，００

０円を超

え３，０

００円未

満の金額

のとき。 

入場料が

３，００

０円以上

の金額の

とき。 

町田

市立

メイ

ンア

全面 ３時

間 

１８２，

２８０円 
２２７，

８５０円 
２７３，

４２０円 
３１９，

０００円 

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する

取扱いをする場合 

入場料が

１，００

０円以下

の金額の

とき。 

入場料が

１，００

０円を超

え３，０

００円未

満の金額

のとき。 

入場料が

３，００

０円以上

の金額の

とき。 

町田

市立

メイ

ンア

全面 ３時

間 

１７４，

０００円 

２１７，

５００円 

２６１，

０００円 

３０４，

５００円 
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＿部分は改正部分 
町田市体育施設条例新旧対照表 

改正後 改正前 

総合

体育

館 

リー

ナ 

２／

３面 

３時

間 

１２１，

５２０円 
１５１，

９００円 
１８２，

２８０円 
２１２，

６６０円 

１／

３面 

３時

間 

６０，７

６０円 
７５，９

５０円 
９１，１

４０円 
１０６，

３３０円 

 サブ

アリ

ーナ 

全面 ３時

間 

８３，８

００円 
１０４，

７６０円 
１２５，

７１０円 
１４６，

６６０円 

１／

２面 

３時

間 

４１，９

００円 
５２，３

８０円 
６２，８

５０円 
７３，３

３０円 

小体育室 ３時

間 

３７，７

１０円 
４７，１

４０円 
５６，５

７０円 
６６，０

００円 

第１武道場 ３時

間 

４８，１

９０円 
６０，２

３０円 
７２，２

８０円 
８４，３

３０円 

第２武道場 ３時

間 

４８，１

９０円 
６０，２

３０円 
７２，２

８０円 
８４，３

３０円 

和洋弓場 ３時

間 

４８，１

９０円 
６０，２

３０円 
７２，２

８０円 
８４，３

３０円 

町田

市立

室内

プー

ル 

２５

メー

トル

プー

ル 

平日 ２時

間 

３１４，

２８０円 
３９２，

８５０円 
４７１，

４２０円 
５５０，

０００円 

日曜

日・

休日 

２時

間 

３７７，

１４０円 
４７１，

４２０円 
５６５，

７１０円 
６６０，

０００円 

５０

メー

トル

プー

ル 

平日 ２時

間 

６２８，

５７０円 
７８５，

７１０円 
９４２，

８５０円 
１，１０

０，００

０円 

日曜

日・

休日 

２時

間 

７５４，

２８０円 
９４２，

８５０円 
１，１３

１，４２

０円 

１，３２

０，００

０円 

総合

体育

館 

リー

ナ 

２／

３面 

３時

間 

１１６，

０００円 

１４５，

０００円 

１７４，

０００円 

２０３，

０００円 

１／

３面 

３時

間 

５８，０

００円 

７２，５

００円 

８７，０

００円 

１０１，

５００円 

 サブ

アリ

ーナ 

全面 ３時

間 

８０，０

００円 

１００，

０００円 

１２０，

０００円 

１４０，

０００円 

１／

２面 

３時

間 

４０，０

００円 

５０，０

００円 

６０，０

００円 

７０，０

００円 

小体育室 ３時

間 

３６，０

００円 

４５，０

００円 

５４，０

００円 

６３，０

００円 

第１武道場 ３時

間 

４６，０

００円 

５７，５

００円 

６９，０

００円 

８０，５

００円 

第２武道場 ３時

間 

４６，０

００円 

５７，５

００円 

６９，０

００円 

８０，５

００円 

和洋弓場 ３時

間 

４６，０

００円 

５７，５

００円 

６９，０

００円 

８０，５

００円 

町田

市立

室内

プー

ル 

２５

メー

トル

プー

ル 

平日 ２時

間 

３００，

０００円 

３７５，

０００円 

４５０，

０００円 

５２５，

０００円 

日曜

日・

休日 

２時

間 

３６０，

０００円 

４５０，

０００円 

５４０，

０００円 

６３０，

０００円 

５０

メー

トル

プー

ル 

平日 ２時

間 

６００，

０００円 

７５０，

０００円 

９００，

０００円 

１，０５

０，００

０円 

日曜

日・

休日 

２時

間 

７２０，

０００円 

９００，

０００円 

１，０８

０，００

０円 

１，２６

０，００

０円 
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＿部分は改正部分 
町田市体育施設条例新旧対照表 

改正後 改正前 

三輪みどり山球場 ２時

間 

４１，９

００円 

５２，３

８０円 

６２，８

５０円 

７３，３

３０円 

成瀬クリー

ンセンター

テニスコー

ト 

１面 ２時

間 

２０，９

５０円 

２６，１

９０円 

３１，４

２０円 

３６，６

６０円 

緑ヶ丘グラウンド ２時

間 

４１，９

００円 

５２，３

８０円 

６２，８

５０円 

７３，３

３０円 
 

三輪みどり山球場 ２時

間 

４０，０

００円 

５０，０

００円 

６０，０

００円 

７０，０

００円 

成瀬クリー

ンセンター

テニスコー

ト 

１面 ２時

間 

２０，０

００円 

２５，０

００円 

３０，０

００円 

３５，０

００円 

緑ヶ丘グラウンド ２時

間 

４０，０

００円 

５０，０

００円 

６０，０

００円 

７０，０

００円 
 

 備考 

 １ 専用利用の取扱いをする時間を超えて利用する場合の超過利用

料金は、超過時間１時間（当該利用の前後の超過を各１回とし、１

回ごとに１時間に満たない端数がある場合は、これを１時間とす

る。）につき、当該利用の利用単位の利用料金の１時間当たりの額

の３割増相当額とする。 

 ２ 町田市立室内プールにおける「休日」とは、国民の祝日に関する

法律に規定する休日をいう。 

ウ 会議室の利用料金 ウ 会議室の利用料金 

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する

取扱いをする場合 

入場料が

１，００

０円以下

の金額の

とき。 

入場料が

１，００

０円を超

え３，０

００円未

満の金額

のとき。 

入場料が

３，００

０円以上

の金額の

とき。 

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する

取扱いをする場合 

入場料が

１，００

０円以下

の金額の

とき。 

入場料が

１，００

０円を超

え３，０

００円未

満の金額

のとき。 

入場料が

３，００

０円以上

の金額の

とき。 
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＿部分は改正部分 
町田市体育施設条例新旧対照表 

改正後 改正前 

町田市立

総合体育

館 

第１会

議室 

３時

間 

５２０円 １，０４

０円 
１，５７

０円 
２，０９

０円 

第２会

議室 

３時

間 

５２０円 １，０４

０円 
１，５７

０円 
２，０９

０円 

町田市立

室内プー

ル 

会議室 ３時

間 

１，０４

０円 
２，０９

０円 
３，１４

０円 
４，１９

０円 

 

町田市立

総合体育

館 

第１会

議室 

３時

間 

５００円 １，００

０円 

１，５０

０円 

２，００

０円 

第２会

議室 

３時

間 

５００円 １，００

０円 

１，５０

０円 

２，００

０円 

町田市立

室内プー

ル 

会議室 ３時

間 

１，００

０円 

２，００

０円 

３，００

０円 

４，００

０円 

 

備考 専用利用の取扱いをする時間を超えて利用する場合の超過利用料

金は、超過時間１時間（当該利用の前後の超過を各１回とし、１回ご

とに１時間に満たない端数がある場合は、これを１時間とする。）に

つき、当該利用の利用単位の利用料金の１時間当たりの額の３割増相

当額とする。この場合において、１０円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てるものとする。 

 

（２） 個人利用の場合の利用料金 （２） 個人利用の場合の利用料金 

施設の名称等 利用

単位 

利用料金 

大人 子ども 高齢者 障がい者 

町田

市立

総合

体育

館 

メインアリ

ーナ 

１回 ３１０円 １００円 １００円 １００円 

サブアリー

ナ 

小体育室 

第１武道場 

第２武道場 

和洋弓場 

略 略 略 略 略 略 

施設の名称等 利用

単位 

利用料金 

大人 子ども 高齢者 障がい者 

町田

市立

総合

体育

館 

メインアリ

ーナ 

１回 ３００円 １００円 １００円 １００円 

サブアリー

ナ 

小体育室 

第１武道場 

第２武道場 

和洋弓場 

略 略 略 略 略 略 
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＿部分は改正部分 
町田市体育施設条例新旧対照表 

改正後 改正前 

トレーニン

グ室 

３時

間 

３１０円   １００円 １００円 

町田

市立

室内

プー

ル 

プール １回 ３１０円 １００円 １００円 １００円 

トレーニン

グ室 

３時

間 

３１０円   １００円 １００円 

 

トレーニン

グ室 

３ 時

間 

３００円   １００円 １００円 

町田

市立

室内

プー

ル 

プール １回 ３００円 １００円 １００円 １００円 

トレーニン

グ室 

３ 時

間 

３００円   １００円 １００円 

 

備考 備考 

１～４ 略 １～４ 略 

５ 町田市立室内プールのプールを５０人以上の団体で利用する場

合は、利用料金の総額から１割を減じた額を利用料金とする。この

場合において、１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

るものとする。 

５ 町田市立室内プールのプールを５０人以上の団体で利用する場

合は、利用料金の総額から１割を減じた額を利用料金とする。 

６・７ 略 ６・７ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 附属設備利用料金 ３ 附属設備利用料金 

附属設備の名称等 利用

単位 

利用料金 

スポーツに

利用する場

合で入場料

の徴収又は

これに類す

る取扱いを

しない場合 

スポーツに

利用する場

合で入場料

の徴収又は

これに類す

る取扱いを

する場合及

びその他の

事業等に利

用する場合 

附属設備の名称等 利用

単位 

利用料金 

スポーツに

利用する場

合で入場料

の徴収又は

これに類す

る取扱いを

しない場合 

スポーツに

利用する場

合で入場料

の徴収又は

これに類す

る取扱いを

する場合及

びその他の

事業等に利

用する場合 
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＿部分は改正部分 
町田市体育施設条例新旧対照表 

改正後 改正前 

照明

設備 

町田市立総合

体育館メイン

アリーナ 

全面 全灯 ３ 時

間 

１１，３１０

円 
２２，６２０

円 

３／

４灯 

３ 時

間 

８，４８０円 １６，９７０

円 

１／

２灯 

３ 時

間 

５，６５０円 １１，３１０

円 

２／

３面 

全灯 ３ 時

間 

７，５４０円 １５，０８０

円 

３／

４灯 

３ 時

間 

５，６５０円 １１，３１０

円 

１／

２灯 

３ 時

間 

３，７７０円 ７，５４０円 

１／

３面 

全灯 ３ 時

間 

３，７７０円 ７，５４０円 

３／

４灯 

３ 時

間 

２，８２０円 ５，６５０円 

１／

２灯 

３ 時

間 

１，８８０円 ３，７７０円 

三輪みどり山

球場 

全面 ３ ０

分 

１，４６０円 ２，９３０円 

成瀬クリーン

センターテニ

スコート 

１面 ３ ０

分 

４１０円 ８３０円 

放送

設備 

町田市立総合

体育館メイン

アリーナ 

一式 １回 ３，２４０円 ６，４９０円 

略 略 略 略 略 略 

照明

設備 

町田市立総合

体育館メイン

アリーナ 

全面 全灯 ３ 時

間 

１０，８００

円 

２１，６００

円 

３／

４灯 

３ 時

間 

８，１００円 １６，２００

円 

１／

２灯 

３ 時

間 

５，４００円 １０，８００

円 

２／

３面 

全灯 ３ 時

間 

７，２００円 １４，４００

円 

３／

４灯 

３ 時

間 

５，４００円 １０，８００

円 

１／

２灯 

３ 時

間 

３，６００円 ７，２００円 

１／

３面 

全灯 ３ 時

間 

３，６００円 ７，２００円 

３／

４灯 

３ 時

間 

２，７００円 ５，４００円 

１／

２灯 

３ 時

間 

１，８００円 ３，６００円 

三輪みどり山

球場 

全面 ３ ０

分 

１，４００円 ２，８００円 

成瀬クリーン

センターテニ

スコート 

１面 ３ ０

分 

４００円 ８００円 

放送

設備 

町田市立総合

体育館メイン

アリーナ 

一式 １回 ３，１００円 ６，２００円 

略 略 略 略 略 略 
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＿部分は改正部分 
町田市体育施設条例新旧対照表 

改正後 改正前 

得点

表示

設備 

町田市立総合

体育館メイン

アリーナ 

一式 １回 １２，５７０

円 
２５，１４０

円 

電光

表示

設備 

町田市立室内

プール 

一式 １回 １５，７１０

円 
３１，４２０

円 

水深

加算 

町田市立室内プール １回 ６４，９５０

円 

１２９，９０

０円 
 

得点

表示

設備 

町田市立総合

体育館メイン

アリーナ 

一式 １回 １２，０００

円 

２４，０００

円 

電光

表示

設備 

町田市立室内

プール 

一式 １回 １５，０００

円 

３０，０００

円 

水深

加算 

町田市立室内プール １回 ６２，０００

円 

１２４，００

０円 
 

備考 略 備考 略 
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＿部分は改正部分 

町田市立国際版画美術館条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１（第３条関係） 別表第１ 

区分 企画展示を観覧する場合 常設展示を観

覧する場合 
観覧料（１人につき） 

個人 団体（２０人以上） 

一般 １，２５０円 ８３０円 無料 

大学の学生及び

高等学校の生徒

並びにこれらに

準ずる者 

７３０円 ５２０円 

中学校の生徒及

び小学校の児童 

５２０円 ３１０円 

 

区分 企画展示を観覧する場合 常設展示を観

覧する場合 
観覧料（１人につき） 

個人 団体（２０人以上） 

一般 １，２００円 ８００円 無料 

大学の学生及び

高等学校の生徒

並びにこれらに

準ずる者 

７００円 ５００円 

中学校の生徒及

び小学校の児童 

５００円 ３００円 

 

備考 備考 

１ 略 １ 略 

２ 満６５歳以上の者の観覧料は、前項により定めた一般料金の半額

とする。この場合において、１０円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。 

２ 満６５歳以上の者の観覧料は、前項により定めた一般料金の半額

とする。 

３ 略 ３ 略 

別表第２（第４条関係） 別表第２ 

区分 特別閲覧料の金額 

熟覧 ２時間 ５２０円 

区分 特別閲覧料の金額 

熟覧 ２時間 ５００円 
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＿部分は改正部分 

町田市立国際版画美術館条例新旧対照表 

改正後 改正前 

撮影（１点につき） 学術研究用 カラー ３１０円 

モノクローム １５０円 

出版等の収入

を伴う場合 

カラー ４，７１０円 

モノクローム １，５７０円 
 

撮影（１点につき） 学術研究用 カラー ３００円 

モノクローム １５０円 

出版等の収入

を伴う場合 

カラー ４，５００円 

モノクローム １，５００円 
 

別表第３（第６条関係） 別表第３ 

区分 使用料 

午前１０時から

午後１時まで 

午後１時から午

後７時まで 

午前１０時から

午後７時まで 

市民展示室 ― ― １８，８５０円 

アトリエ １，２５０円 ２，５１０円 ３，７６０円 

講堂 ４，１９０円 ７，３３０円 １１，５２０円 

略 略 
 

区分 使用料 

午前１０時から

午後１時まで 

午後１時から午

後７時まで 

午前１０時から

午後７時まで 

市民展示室 ― ― １８，０００円 

アトリエ １，２００円 ２，４００円 ３，６００円 

講堂 ４，０００円 ７，０００円 １１，０００円 

略 略 
 

備考 市民展示室の半室を使用するときの使用料は、９，４２０円とす

る。 

備考 市民展示室の半室を使用するときの使用料は、規定使用料の半額

とする。 
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＿部分は改正部分 

町田市葬具使用条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

品名 単位 金額 

祭壇 ４段 ８尺 １組 ７３，３３０円 

３段 ４尺 １組 ３７，７１０円 

６尺 １組 ５０，２８０円 

キリスト １組 ２６，１９０円 

神葬 １組 ２６，１９０円 

２段 ４尺 １組 ２０，９５０円 

テント １張 ２，６１０円 

椅子 １脚 ２００円 

机（大） １台 １，０４０円 

机（小） １台 ６２０円 

マイクセット １組 ２，０９０円 

高張提灯
ちょうちん

一対 １組 ４，１９０円 

式幕一式（５枚） １組 ５，２３０円 

銀プレスシート １枚 １，０４０円 

導師用金襴
らん

座布団 １枚 １，３６０円 

略 略 略 

土足用シート一式（４枚） １組 ２，０９０円 

座布団一式（５枚） １組 ５２０円 

案内提灯
ちょうちん

 １灯 ６２０円 

品名 単位 金額 

祭壇 ４段 ８尺 １組 ７０，０００円 

３段 ４尺 １組 ３６，０００円 

６尺 １組 ４８，０００円 

キリスト １組 ２５，０００円 

神葬 １組 ２５，０００円 

２段 ４尺 １組 ２０，０００円 

テント １張 ２，５００円 

椅E

い

A子 １脚 ２００円 

机（大） １台 １，０００円 

机（小） １台 ６００円 

マイクセット １組 ２，０００円 

高張提灯
ちょうちん

一対 １組 ４，０００円 

式幕一式（５枚） １組 ５，０００円 

銀プレスシート １枚 １，０００円 

導師用金襴
らん

座布団 １枚 １，３００円 

略 略 略 

土足用シート一式（４枚） １組 ２，０００円 

座布団一式（５枚） １組 ５００円 

案内提灯
ちょうちん

 １灯 ６００円 
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＿部分は改正部分 

町田市葬具使用条例新旧対照表 

改正後 改正前 

木魚一式 １組 ３，１４０円 

鐘一式 １組 ３，１４０円 

曲録 １脚 １，３６０円 
 

木魚一式 １組 ３，０００円 

鐘一式 １組 ３，０００円 

曲録 １脚 １，３００円 
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＿部分は改正部分 

町田市わくわくプラザ条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第１４条関係） 別表（第１４条関係） 

施設名称 利用単位及び利用料金（円） 

午前（午前

９時から

正午まで） 

午後（午後１

時から午後

５時まで） 

夜間（午後５時

３０分から午

後１０時まで） 

全日（午前９

時から午後

１０時まで） 

第１会議室 ６１０ ８６０ ８６０ ２，３３０ 

略 略 略 略 略 

講習室 １，５２０ ２，０８０ ２，０８０ ５，６８０ 
 

施設名称 利用単位及び利用料金（円） 

午前（午前

９時から

正午まで） 

午後（午後１

時から午後

５時まで） 

夜間（午後５時

３０分から午

後１０時まで） 

全日（午前９

時から午後

１０時まで） 

第１会議室 ６００ ８５０ ８５０ ２，３００ 

略 略 略 略 略 

講習室 １，５００ ２，０５０ ２，０５０ ５，６００ 
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＿部分は改正部分 

町田市健康福祉会館条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

施設名称 使用単位及び使用料（円） 

午前（午前

９時から正

午まで） 

午後（午後１

時から午後

５時まで） 

夜間（午後５時

３０分から午後

１０時まで） 

全日（午前９

時から午後

１０時まで） 

講習室 ２，３９０ ３，１５０ ３，１５０ ８，６９０ 
 

施設名称 使用単位及び使用料（円） 

午前（午前

９時から正

午まで） 

午後（午後１

時から午後

５時まで） 

夜間（午後５時

３０分から午後

１０時まで） 

全日（午前９

時から午後

１０時まで） 

講習室 ２，３５０ ３，１００ ３，１００ ８，５５０ 
 

 

- 30 -

-  -0123456789



＿部分は改正部分 

町田市子ども創造キャンパスひなた村条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第１４条関係） 別表（第１４条関係） 

１ 施設の利用料金 １ 施設の利用料金 

施設の名称 利用単位 利用料金の額 

子ども団体

利用 

子ども団体利

用以外 

ホール 午前（午前９時から正午

までの時間をいう。） 

１，６２０円 ４，８８０円 

午後（午後１時から午後

５時までの時間をいう。） 

２，３４０円 ７，０２０円 

夜間（午後５時３０分か

ら午後９時までの時間を

いう。） 

２，３４０円 ７，０２０円 

全日（午前９時から午後

９時までの時間をいう。） 

６，３００円 １８，９２０円 

略 略 略 略 

野外炊事場 １回につき １７０円 ５４０円 
 

施設の名称 利用単位 利用料金の額 

子ども団体

利用 

子ども団体利

用以外 

ホール 午前（午前９時から正午

までの時間をいう。） 

１，６００円 ４，８００円 

午後（午後１時から午後

５時までの時間をいう。） 

２，３００円 ６，９００円 

夜間（午後５時３０分か

ら午後９時までの時間を

いう。） 

２，３００円 ６，９００円 

全日（午前９時から午後

９時までの時間をいう。） 

６，２００円 １８，６００円 

略 略 略 略 

野外炊事場 １回につき １７０円 ５３０円 
 

備考 略 備考 略 

２ 附属設備の利用料金 ２ 附属設備の利用料金 

附属設備の名称 利用料金の額 

グランドピアノ（ホール） ２，６１０円 

附属設備の名称 利用料金の額 

グランドピアノ（ホール） ２，５００円 
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＿部分は改正部分 

町田市子ども創造キャンパスひなた村条例新旧対照表 

改正後 改正前 

グランドピアノ（レクリエーションルーム） ５２０円 

照明セット（音楽会用） １，０４０円 

照明セット（演劇用） ２，６１０円 

音響セット １，５７０円 
 

グランドピアノ（レクリエーションルーム） ５００円 

照明セット（音楽会用） １，０００円 

照明セット（演劇用） ２，５００円 

音響セット １，５００円 
 

備考 略 備考 略 
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＿部分は改正部分 

町田市大地沢青少年センター条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

１ 施設使用料 １ 施設使用料 

施設 使用区分及び単位 金額 

青少年団体等 一般 

本館 宿泊室兼

多目的室 

１室１泊につき １０，４７０円 １３，６１０円 

午前 １，０４０円 １，５７０円 

午後 １，５７０円 ２，０９０円 

和室 １室１泊につき ３，１４０円 ４，１９０円 

ホール 午前 ２，０９０円 ３，１４０円 

午後 ３，１４０円 ４，１９０円 

夜間 ３，１４０円 ４，１９０円 

キャビン １棟１泊につき ３，１４０円 ４，１９０円 

貸出テント １張１泊につき ３１０円 ４１０円 

テントサイト 一区画１泊につき ３１０円 ４１０円 

工芸室 午前 １，０４０円 １，５７０円 

午後 １，５７０円 ２，０９０円 

夜間 １，５７０円 ２，０９０円 
 

施設 使用区分及び単位 金額 

青少年団体等 一般 

本館 宿泊室兼

多目的室 

１室１泊につき １０，０００円 １３，０００円 

午前 １，０００円 １，５００円 

午後 １，５００円 ２，０００円 

和室 １室１泊につき ３，０００円 ４，０００円 

ホール 午前 ２，０００円 ３，０００円 

午後 ３，０００円 ４，０００円 

夜間 ３，０００円 ４，０００円 

キャビン １棟１泊につき ３，０００円 ４，０００円 

貸出テント １張１泊につき ３００円 ４００円 

テントサイト 一区画１泊につき ３００円 ４００円 

工芸室 午前 １，０００円 １，５００円 

午後 １，５００円 ２，０００円 

夜間 １，５００円 ２，０００円 
 

備考 略 備考 略 

２ 附属設備使用料 ２ 附属設備使用料 
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＿部分は改正部分 

町田市大地沢青少年センター条例新旧対照表 

改正後 改正前 

名称 使用単位 金額 

グランドピアノ（本館ホール） １回につき ５２０円 
 

名称 使用単位 金額 

グランドピアノ（本館ホール） １回につき ５００円 
 

備考 略 備考 略 
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＿部分は改正部分 

町田市自然休暇村条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第１４条関係） 別表（第１４条関係） 

区分 金額 

市民 市民以外 

宿 泊 料

金（１人

１ 泊 に

つき） 

本館 大人 １室を１人

で使用する

場合 

４，１９０円 ６，２８０円 

１室を２人

以上で使用

する場合 

２，６１０円 ４，７１０円 

子ども １，５７０円 ２，６１０円 

キャビン 大人 １棟を１人

で使用する

場合 

２，６１０円 ４，７１０円 

１棟を２人

以上で使用

する場合 

１，３００円 ２，３５０円 

子ども ５２０円 １，０４０円 

テントサ

イト 

大人 ２００円 ４１０円 

略 略 略 

休憩料金（１人１回

につき） 

大人 ２００円 ４１０円 

略 略 略 

区分 金額 

市民 市民以外 

宿 泊 料

金（１人

１ 泊 に

つき） 

本館 大人 １室を１人

で使用する

場合 

４，０００円 ６，０００円 

１室を２人

以上で使用

する場合 

２，５００円 ４，５００円 

子ども １，５００円 ２，５００円 

キャビン 大人 １棟を１人

で使用する

場合 

２，５００円 ４，５００円 

１棟を２人

以上で使用

する場合 

１，２５０円 ２，２５０円 

子ども ５００円 １，０００円 

テントサ

イト 

大人 ２００円 ４００円 

略 略 略 

休憩料金（１人１回

につき） 

大人 ２００円 ４００円 

略 略 略 
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＿部分は改正部分 

町田市自然休暇村条例新旧対照表 

改正後 改正前 

ペット宿泊料金（１頭１泊につき） ５２０円 １，０４０円 
 

ペット宿泊料金（１頭１泊につき） ５００円 １，０００円 
 

備考 略 備考 略 
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＿部分は改正部分 

町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（駐車料金の額等） （駐車料金の額等） 

第６条 略 第６条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 定期駐車券の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。 ５ 定期駐車券の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 原町田一丁目第２駐車場全日定期駐車券 １８，８５０円 （１） 原町田一丁目第２駐車場全日定期駐車券 １８，０００円 

（２） 原町田一丁目駐車場平日定期駐車券 ９，４２０円 （２） 原町田一丁目駐車場平日定期駐車券 ９，０００円 

６～８ 略 ６～８ 略 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

区分 金額 

略 略 

原町田一丁目第２駐車場全日定期駐車料金 １８，８５０円 

原町田一丁目駐車場平日定期駐車料金 ９，４２０円 
 

区分 金額 

略 略 

原町田一丁目第２駐車場全日定期駐車料金 １８，０００円 

原町田一丁目駐車場平日定期駐車料金 ９，０００円 
 

備考 略 備考 略 
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＿部分は改正部分 

町田市文化交流センター条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第１３条関係） 別表（第１３条関係） 

１ 施設の利用料金 １ 施設の利用料金 

施設 名称 定員

（人） 

利用単位及び利用料金（円） 

午前（午前

９ 時 か ら

正午まで） 

午後（午後

１ 時 か ら

午 後 ５ 時

まで） 

夜間（午後

６ 時 か ら

午 後 ９ 時

まで） 

全日（午前

９ 時 か ら

午 後 ９ 時

まで） 

会議

室 

けやき １２０ ３５，０９

０ 
５０，２８

０ 
３７，７１

０ 
１２３，０

８０ 

けやき東 ６０ １８，８５

０ 
２６，１９

０ 
１９，５９

０ 
６４，６３

０ 

けやき西 ６０ １８，８５

０ 
２６，１９

０ 
１９，５９

０ 
６４，６３

０ 

サルビア ２４ １０，４７

０ 
１５，１９

０ 
１１，３１

０ 
３６，９７

０ 

サルビア

東 

１２ ６，２８０ ８，９００ ６，６００ ２１，７８

０ 

サルビア

西 

１２ ６，２８０ ８，９００ ６，６００ ２１，７８

０ 

カトレア １８ ７，５４０ １０，４７

０ 
７，８５０ ２５，８６

０ 

コスモス １８ ７，５４０ １０，４７

０ 
７，８５０ ２５，８６

０ 

和室 １４ ６，２８０ ８，９００ ６，６００ ２１，７８

０ 

施設 名称 定員

（人） 

利用単位及び利用料金（円） 

午前（午前

９ 時 か ら

正午まで） 

午後（午後

１ 時 か ら

午 後 ５ 時

まで） 

夜間（午後

６ 時 か ら

午 後 ９ 時

まで） 

全日（午前

９ 時 か ら

午 後 ９ 時

まで） 

会議

室 

けやき １２０ ３３，５０

０ 

４８，００

０ 

３６，００

０ 

１１７，５

００ 

けやき東 ６０ １８，００

０ 

２５，００

０ 

１８，７０

０ 

６１，７０

０ 

けやき西 ６０ １８，００

０ 

２５，００

０ 

１８，７０

０ 

６１，７０

０ 

サルビア ２４ １０，００

０ 

１４，５０

０ 

１０，８０

０ 

３５，３０

０ 

サルビア

東 

１２ ６，０００ ８，５００ ６，３００ ２０，８０

０ 

サルビア

西 

１２ ６，０００ ８，５００ ６，３００ ２０，８０

０ 

カトレア １８ ７，２００ １０，００

０ 

７，５００ ２４，７０

０ 

コスモス １８ ７，２００ １０，００

０ 

７，５００ ２４，７０

０ 

和室 １４ ６，０００ ８，５００ ６，３００ ２０，８０

０ 
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＿部分は改正部分 

町田市文化交流センター条例新旧対照表 

改正後 改正前 

ホール １４４ ３７，７１

０ 
６０，７６

０ 
４５，５７

０ 
１４４，０

４０ 

スタジオ １８ ７，５４０ １０，４７

０ 
７，８５０ ２５，８６

０ 

ギャラリー   ３，１４０ ４，１９０ ３，１４０ １０，４７

０ 

テラス ３０ ７，５４０ １０，４７

０ 
７，８５０ ２５，８６

０ 
 

ホール １４４ ３６，００

０ 

５８，００

０ 

４３，５０

０ 

１３７，５

００ 

スタジオ １８ ７，２００ １０，００

０ 

７，５００ ２４，７０

０ 

ギャラリー   ３，０００ ４，０００ ３，０００ １０，００

０ 

テラス ３０ ７，２００ １０，００

０ 

７，５００ ２４，７０

０ 
 

備考 備考 

１～５ 略 １～５ 略 

６ 利用料金に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。 

 

２ 附属設備の利用料金 ２ 附属設備の利用料金 

施設 種別 単位 利用料金

（円） 

ホール 楽屋設備 １室 ５，２３０ 

舞台設備 １式 １０，４７０ 

照明設備 １式 ２４，０９０ 

音響設備 １式 １０，４７０ 

映写設備 １式 １５，７１０ 

その他 １式 １０，４７０ 

会議室、スタジオ、ギャラ

リー又はテラス 

音響設備 １式 ３，１４０ 

映写設備 １式 ５，２３０ 
 

施設 種別 単位 利用料金

（円） 

ホール 楽屋設備 １室 ５，０００ 

舞台設備 １式 １０，０００ 

照明設備 １式 ２３，０００ 

音響設備 １式 １０，０００ 

映写設備 １式 １５，０００ 

その他 １式 １０，０００ 

会議室、スタジオ、ギャラ

リー又はテラス 

音響設備 １式 ３，０００ 

映写設備 １式 ５，０００ 
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＿部分は改正部分 

町田市文化交流センター条例新旧対照表 

改正後 改正前 

備考 備考 

１ 附属設備の利用料金は、１の表に規定する利用単位のうち、午前、

午後及び夜間の区分ごとに、それぞれ徴収する。 

１ 附属設備の利用料金は、前項の利用単位のうち、午前、午後及び

夜間の区分ごとに、それぞれ徴収する。 

２ 施設の利用時間の繰上げ又は延長をした場合における附属設備

の利用料金は、１時間ごと（１時間未満のときは、１時間として計

算する。）につき、当該利用料金に４分の１を乗じて得た額とする。

この場合において、１０円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 

２ 施設の利用時間の繰上げ又は延長をした場合における附属設備

の利用料金は、１時間ごと（１時間未満のときは、１時間として計

算する。）につき、当該利用料金に４分の１を乗じて得た額とする。 
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＿部分は改正部分 

町田市小野路宿里山交流館条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第１４条関係） 別表（第１４条関係） 

施設の利用料金 施設の利用料金 

施設 利用単位及び利用料金（円） 

午前（午前９時か

ら午後１時まで） 

午後（午後１時か

ら午後５時まで） 

全日（午前９時か

ら午後５時まで） 

略 略 略 略 

土蔵   １，２２０ 

製茶場   ８１０ 
 

施設 利用単位及び利用料金（円） 

午前（午前９時か

ら午後１時まで） 

午後（午後１時か

ら午後５時まで） 

全日（午前９時か

ら午後５時まで） 

略 略 略 略 

土蔵   １，２００ 

製茶場   ８００ 
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＿部分は改正部分 

町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第４６条関係） 処理手数料 別表（第４６条関係） 処理手数料 

１・２ 略  １・２ 略  

３ し尿 ３ し尿 

区分 処理手数料 

毎年４月１日における下水道法（昭

和３３年法律第７９号）第１１条の

３第１項に定める改造義務期限を経

過した区域（同項の規定による改造

が困難であると市長が認める区域を

除く。以下この項において「改造義

務期限経過区域」という。）におい

て日常生活に伴って排出されるもの 

１便槽１回につき ４，０７０円 

毎年４月１日における改造義務期限

経過区域以外の区域において日常生

活に伴って排出されるもの 

１便槽１回につき ２，０３０円 

事業活動に伴って排出されるもの ３６リットルまでごとにつき 

１，０１０円 
 

区分 処理手数料 

毎年４月１日における下水道法（昭

和３３年法律第７９号）第１１条の

３第１項に定める改造義務期限を経

過した区域（同項の規定による改造

が困難であると市長が認める区域を

除く。以下この項において「改造義

務期限経過区域」という。）におい

て日常生活に伴って排出されるもの 

１便槽１回につき ４，０００円 

毎年４月１日における改造義務期限

経過区域以外の区域において日常生

活に伴って排出されるもの 

１便槽１回につき ２，０００円 

事業活動に伴って排出されるもの ３６リットルまでごとにつき 

１，０００円 
 

備考 略 備考 略 

４ ディスポーザ排水処理システムから排出される汚泥 ４ ディスポーザ排水処理システムから排出される汚泥 

区分 処理手数料 

共同住宅から排出されるもの １立方メートルまでごとにつき 

１，５７０円 

一戸建て住宅から排出されるもの １世帯１回につき １，５７０円 
 

区分 処理手数料 

共同住宅から排出されるもの １立方メートルまでごとにつき 

１，５００円 

一戸建て住宅から排出されるもの １世帯１回につき １，５００円 
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＿部分は改正部分 

町田えびね苑条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（入苑料） （入苑料） 

第４条 前条のえびねの開花期間中に、入苑しようとする者は、次に定め

る入苑料を前納しなければならない。 

第４条 前条のえびねの開花期間中に、入苑しようとする者は、次に定め

る入苑料を前納しなければならない。 

区分 入苑料 単位 

個人 団体（２０人以上） 

一般 ３１０円 ２６０円 １人１回 

略 略 略 
 

区分 入苑料 単位 

個人 団体（２０人以上） 

一般 ３００円 ２５０円 １人１回 

略 略 略 
 

２・３ 略 ２・３ 略 
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＿部分は改正部分 

町田市民文学館条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１（第８条関係） 別表第１（第８条関係） 

観覧料 １人につき１，０４０円の範囲内で教育委員会が定める額 
 

観覧料 １人につき１，０００円の範囲内で教育委員会が定める額 
 

別表第２（第１２条関係） 別表第２（第１２条関係） 

１ 施設使用料 １ 施設使用料 

施設

の名

称 

定員（人） 利用単位及び使用料（円） 

午前（午前

９時から

午後０時

３０分ま

で） 

午後（午後

１時から

午後５時

まで） 

夜間（午後

５時３０

分から午

後１０時

まで） 

全日（午前

９時から

午後１０

時まで） 

大会

議室 

５４（机あり） 

１０８（机な

し） 

２，５４０ ２，９００ ２，９００ ８，３４０ 

略 略 略 略 略 略 

第６

会議

室 

３０ １，１７０ １，３２０ １，３２０ ３，８１０ 

保育

室 

１２ ６１０ ７１０ ７１０ ２，０３０ 

 

施設

の名

称 

定員（人） 利用単位及び使用料（円） 

午前（午前

９時から

午後０時

３０分ま

で） 

午後（午後

１時から

午後５時

まで） 

夜間（午後

５時３０

分から午

後１０時

まで） 

全日（午前

９時から

午後１０

時まで） 

大会

議室 

５４（机あり） 

１０８（机な

し） 

２，５００ ２，８５０ ２，８５０ ８，２００ 

略 略 略 略 略 略 

第６

会議

室 

３０ １，１５０ １，３００ １，３００ ３，７５０ 

保育

室 

１２ ６００ ７００ ７００ ２，０００ 

 

備考 略 備考 略 

２ 附属設備使用料 ２ 附属設備使用料 

附属設備の名称 使用単位 使用料 

大会議室内視聴覚設備一式 一式 １回 １，５７０円 
 

附属設備の名称 使用単位 使用料 

大会議室内視聴覚設備一式 一式 １回 １，５００円 
 

備考 略 備考 略 
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＿部分は改正部分 

町田市公民館条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

１ 施設使用料 １ 施設使用料 

施設の名称 使用単位及び使用料（円） 

午前（午前

９時から午

後０時３０

分まで） 

午後（午後

１時から午

後 ５ 時 ま

で） 

夜間（午後

６時から午

後１０時ま

で） 

全日（午前９

時から午後

１０時まで） 

ホール ４，１２０ ４，７３０ ４，１２０ １２，９７０ 

諸

活

動

室 

学習室１ ９１０ １，０１０ ９１０ ２，８３０ 

学習室２ １，５７０ １，７８０ １，５７０ ４，９２０ 

学習室３ ５００ ６１０ ５００ １，６１０ 

学習室４ ５００ ６１０ ５００ １，６１０ 

学習室５ ６１０ ７１０ ６１０ １，９３０ 

学習室６ ６１０ ７１０ ６１０ １，９３０ 

学習室７ ８１０ ９６０ ８１０ ２，５８０ 

視聴覚室 １，５７０ １，７８０ １，５７０ ４，９２０ 

調理実習室 １，７８０ ２，０３０ １，７８０ ５，５９０ 

美術工芸室 １，２７０ １，４７０ １，２７０ ４，０１０ 

プレイルー

ム 

８１０ ９６０ ８１０ ２，５８０ 

音楽室１ ９１０ １，０６０ ９１０ ２，８８０ 

音楽室２ ５００ ６１０ ５００ １，６１０ 

和室１ １，０６０ １，２２０ １，０６０ ３，３４０ 

施設の名称 使用単位及び使用料（円） 

午前（午前

９時から午

後０時３０

分まで） 

午後（午後

１時から午

後 ５ 時 ま

で） 

夜間（午後

６時から午

後１０時ま

で） 

全日（午前９

時から午後

１０時まで） 

ホール ４，０５０ ４，６５０ ４，０５０ １２，７５０ 

諸

活

動

室 

学習室１ ９００ １，０００ ９００ ２，８００ 

学習室２ １，５５０ １，７５０ １，５５０ ４，８５０ 

学習室３ ５００ ６００ ５００ １，６００ 

学習室４ ５００ ６００ ５００ １，６００ 

学習室５ ６００ ７００ ６００ １，９００ 

学習室６ ６００ ７００ ６００ １，９００ 

学習室７ ８００ ９５０ ８００ ２，５５０ 

視聴覚室 １，５５０ １，７５０ １，５５０ ４，８５０ 

調理実習室 １，７５０ ２，０００ １，７５０ ５，５００ 

美術工芸室 １，２５０ １，４５０ １，２５０ ３，９５０ 

プレイルー

ム 

８００ ９５０ ８００ ２，５５０ 

音楽室１ ９００ １，０５０ ９００ ２，８５０ 

音楽室２ ５００ ６００ ５００ １，６００ 

和室１ １，０５０ １，２００ １，０５０ ３，３００ 
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＿部分は改正部分 

町田市公民館条例新旧対照表 

改正後 改正前 

和室２ ７１０ ８１０ ７１０ ２，２３０ 

保育室 １，８８０ ２，１３０ １，８８０ ５，８９０ 
 

和室２ ７００ ８００ ７００ ２，２００ 

保育室 １，８５０ ２，１００ １，８５０ ５，８００ 
 

２ 附属設備使用料 ２ 附属設備使用料 

附属設備の名称 使用単位 使用料（円） 

ホール内 グランドピアノ １台１回 １，５７０ 

反響板一式 １式１回 １，５７０ 

ロールバックチェア一式 １式１回 ３，１４０ 

上映設備一式 １式１回 １，５７０ 

視聴覚室内上映設備一式 １式１回 １，５７０ 

可動式上映設備一式 １式１回 １，０４０ 
 

附属設備の名称 使用単位 使用料（円） 

ホール内 グランドピアノ １台１回 １，５００ 

反響板一式 １式１回 １，５００ 

ロールバックチェア一式 １式１回 ３，０００ 

上映設備一式 １式１回 １，５００ 

視聴覚室内上映設備一式 １式１回 １，５００ 

可動式上映設備一式 １式１回 １，０００ 
 

備考 略 備考 略 
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＿部分は改正部分 

町田市立学校施設の開放に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

開放施設 使用料 

略 略 

温水プール １回大人３１０円、子ども（小学生及び中学生）１００円 

ただし、満６５歳以上の者及び障がい者の使用料は、１０

０円とする。 

校庭照明設

備 

３０分までごとにつき６２０円（小学生、中学生又は高校

生主体の団体は半額） 
 

開放施設 使用料 

略 略 

温水プール １回大人３００円、子ども（小学生及び中学生）１００円 

ただし、満６５歳以上の者及び障がい者の使用料は、１０

０円とする。 

校庭照明設

備 

３０分までごとにつき、６００円（小学生、中学生又は高

校生主体の団体は半額） 
 

備考 略 備考 略 
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